
令和２年度第１回

高知県医療審議会 医療従事者確保推進部会

日時：令和２年７月８日（水）

18時30分～20時30分

場所：高知県庁２階第２応接室

議 事 次 第

１ 開会

２ 協議事項

（１）医師養成奨学貸付金受給医師の令和２年度配置状況について

（２）2021年度専門医募集におけるシーリングについて

（３）キャリア形成プログラムの変更及び追加について

３ 報告事項

（１）医師確保計画及び外来医療計画策定の報告について

（２）令和元年度診療応援派遣実績及び令和２年度の応援状況について

（３）令和３年度から研修を開始する研修医の募集定員の報告について

４ その他

５ 閉会
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高知県医療審議会医療従事者確保推進部会設置要綱

（趣旨）

第１条 本要綱は、高知県医療審議会要綱第５条及び第８条に規定された高知県医

療審議会医療従事者確保推進部会（以下「部会」という。）の運営について定め

る。

（目的）

第２条 本部会は、高知県内における医療従事者の確保について、次に掲げる事項

を調査・審議するために設置する。

（１）高知県内において必要とされる医師の確保に関すること

（２）国の緊急臨時的医師派遣システムの活用など医師の派遣に関すること

（３）高知大学医学部附属病院での内科、救急、小児科、産婦人科以外の分野

についての特別コースの研修プログラムに関すること

（４）高知県へき地医療支援機構の運営や事業の実施に関すること

（５）高知県内において必要とされるその他の医療従事者の確保に関すること

（委員）

第３条 部会の委員は、次に掲げる者の代表者、その他の関係者のうちから、高知

県医療審議会会長が指名する。

（１）特定機能病院

（２）地域医療支援病院

（３）公的医療機関（へき地拠点病院を含む）

（４）臨床研修病院

（５）診療に関する学識経験者の団体

（６）大学その他の医療従事者の養成に関する機関

（７）社会医療法人

（８）独立行政法人国立病院機構

（９）地域の医療関係団体

（１０）関係市町村

（１１）地域住民を代表する団体

（会長及び副会長）

第４条 部会に会長及び副会長各１名を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、会務を総理し、部会を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
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（会議）

第５条 部会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

（事務局）

第６条 部会の庶務を処理するため、事務局を高知県健康政策部医療政策課に置く。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるものの他、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会

長が部会に諮って定める。

（附則）

本要綱は、平成２０年６月２４日から施行する。

（附則）

本要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

（附則）

本要綱は、平成２４年６月２９日から施行する。

（附則）

本要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

（附則）

本要綱は、平成３１年４月１日から施行する。



○奨学金受給医師の令和２年度配置状況 ※　( )はH31年4月 R2.6.20時点

内科 2 (1) (1) (1) 4 (2) 16 (11) 3 3 (2) 4 (3) 1 (3) 33 (24)

小児科 2 (3) 1 1 1 5 (3)

精神科 2 (1) 1 (1) (2) 2 (1) 2 (1) 7 (6)

外科 2 (1) 3 (2) 1 6 (3)

整形外科 2 (3) 2 (1) 1 (1) 5 (5)

産婦人科 1 2 (4) 1 (1) 1 1 (1) 6 (6)

眼科 1 (1) 2 3 (1)

耳鼻咽喉科 1 2 (2) 3 (2)

泌尿器科 2 (1) 1 (2) 1 4 (3)

脳神経外科 1 3 (3) 1 5 (3)

放射線科 2 (1) 2 (1)

麻酔科 5 (3) 1 (1) 1 (1) 7 (5)

病理科 1 1 (0)

総合診療 (1) 1 (1) 1 2 (2)

公衆衛生 1 (1) 1 (1)

9 (7) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (1) 13 (8) 39 (31) 9 (4) 0 (0) 3 (2) 5 (3) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 4 (4) 2 (1) 90 (65)

計 25 (19) 計 59 (41)

研修医2年目 0 (1) 4 (5) 8 (4) 7 (7) 3 (2) 4 (4) 1 (4) 3 (1) 30 (28)

研修医1年目 4 (0) 4 (4) 3 (12) 7 (7) 3 (3) 8 (4) 3 (1) 2 (3) 34 (34)

研修医計 4 (1) 8 (9) 11 (16) 14 (14) 6 (5) 12 (8) 4 (5) 5 (4) 64 (62)

13 (8) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (1) 21 (17) 50 (47) 23 (18) 6 (5) 15 (10) 9 (8) 5 (4) 1 (0) 2 (1) 4 (4) 2 (1) 154 (127)

計 37 (29) 計 111 (93)
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償還期間内
医師合計
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合計
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2021年度専攻医募集におけるシーリング
について

令和２年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料１

令和２年４月１０日

1
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１. 昨年(2020年度専攻医募集)のシーリング
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○ 「専門医の在り方に関する検討会」(平成25年)において、新たな専門医制度については、中立的な第

三者機関（日本専門医機構）を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行うこ
ととされ、臨床における専門的な診療能力を養成する事を目的とした新専門医制度が平成30年より開

始された。

○新専門医制度においては、地域偏在と診療科偏在について制度内で配慮されるべきとされ、専攻医の
採用数に上限が設けられ、研修の質を担保しつつ、より効果的な偏在是正を行うため、議論が続けられ
ている。

※平成30年度の医師法改正において、日本専門医機構や学会に対して厚生労働大臣から意見・要請を行える
規定が盛り込まれた。

専門医に関する議論

わが国においてはこれまで、医師の専門性に係る評価・認定については、各領域の学会が自律
的に独自の方針で専門医制度を設け、運用してきた。

○ しかし、専門医制度を運用する学会が乱立して認定基準が統一されておらず、専門医の質の
担保に懸念がある。

○ 専門医として有すべき能力について医師と国民との間に捉え方のギャップがあるなど、専門
医制度が国民にとって分かりやすい仕組みになっていないと考えられる。

○ また、臨床に従事する医師の地域偏在・診療科偏在は進んでおり、その是正については近年
の医療をめぐる重要な課題であり、専門医の在り方を検討する際にも、偏在の視点への配慮が
欠かせない。

従来の専門医制度

従来の専門医制度における課題

新たな専門医制度

医師専門研修部会
令和元年度 第２回 資料１－１

一部改変
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（2018年度専攻医(1年目)）

• 2018年度専攻医においては、日本専門医機構により、五大都市（東京都、神奈川県、愛知県、大阪

府、福岡県）について、各診療科（外科、産婦人科、病理、臨床検査および総合診療科以外）のシーリ
ング数として過去5年間の採用数の平均が設定された。

（2019年度専攻医（2年目））

• 2019年度専攻医は、引き続き五都府県に2018年度と同様のシーリングを実施。ただし、2018年度専
攻医が東京都に集中したことを受け、東京都のシーリング数を５％削減した。

（2020年度専攻医（3年目））

• 2020年度専攻医募集に向けては、厚生労働省が2018年度に発表した都道府県別診療科必要医師数

および養成数を基に、各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシー
リングをかけることを厚労省が日本専門医機構に提案し、日本専門医機構が作成したシーリング案が
2019年5月14日医道審議会医師専門研修部会にて承認された。

• 上記のシーリング案について、都道府県の地域医療対策協議会において検討を行い、厚生労働大臣
に意見を提出し、同年9月13日に厚生労働大臣から日本専門医機構に、必要な措置の実施を意見・
要請した。

• それを踏まえ、日本専門医機構はシーリングの最終決定を行い、10月15日より専攻医の募集を開始
した。

（2021年度専攻医（4年目））

• 日本専門医機構がシーリングを検討するための協議体を設置し、各学会や都道府県からのヒヤリン
グ等を踏まえ検討がなされ、2020年3月27日の理事会において、2021年度のシーリング(案)が承認さ
れた。

新専門医制度の採用数上限設定（シーリング）
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（A） （B） （C）

2
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）
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間
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整
後
）
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医
師
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間
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正
後
）

麻酔科

千葉県 344 465 480

東京都 1,320 1,094 1,134

神奈川県 639 667 693

新潟県 105 195 189

富山県 90 89 88

2016年 2024年

1. シーリングの対象とする都道府県別診療科は、2016年医師数（仕事量）（A）が、必要医師数（勤務時間調
整後）(B)および2024年の必要医師数（勤務時間補正後）(C)と同数あるいは上回る診療科とする。

シーリングの対象の考え方

≧

≦ シーリング対象外or

シーリング対象

現状の医師数（A）が必要医師数(B,C)を上回っている場合は、シーリング対象とする。

現状の医師数（A）が必要医師数(B,C)を下回っている場合は、シーリング対象外とする。

※ 計算上の「シーリング数」が2024年・2030年・2036年の必要医師数を達成するための年間養成数を上回る場合については、その最大の値をシーリング数とした。
※ シーリング数が２未満のときは２とした。また、シーリング数の端数は、四捨五入とした。

2016年 2024年

(A) (B) (C)

医
師
数
（仕
事
量
）＝
足
元
の
数

必
要
医
師
数
（勤
務
時
間
調
整
後
）

必
要
医
師
数
（勤
務
時
間
補
正
後
）

A県 90 100 110

B県 150 110 120
医師数（仕事量）の数が必要医師数を超えている場合

シーリング対象

医師数（仕事量）の数が必要医師数より少ない場合
シーリング対象外

≦

and≧

or

and
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 （D） （I） （E）
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【

参
考
】

2
0
1

8
年
度
1

9
年
度

専
攻
医
採

用
数
平
均

30 9 85 104

39 74 26

102 127 176

必要養成数に係る推計

シーリング数は、「2018年と2019年の平均採用数」(E)から、「2024年の必要医師数を達成するための年間養成
数」と「平均採用数」の差分(E-D)の一定割合(例えば20%）を引いた数(E-(E-D)×20%)とする。

シーリング数の考え方

104-(104-9)x0.20=85

18
年
度
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年
度
専
攻
医
採
用
数
平
均

24
年
の
必
要
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達
成
す
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数
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度
専
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数
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0.2

シ
ー
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グ
数

例１）A県のB診療科の平均採用数が100人であるが、24年の必要
養成数が50人の場合

100人ー（100人ー50人）×0.2＝90人
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連携（地域研修）プログラムについて

○地域医療を配慮する観点から、以下の通り「連携（地域研修）プログラム」と「連携（地域研修）プ
ログラムのうち都道府県限定分」を定める。なお、連携（地域研修）プログラムの専攻医募集につい
ては、通常の募集と分けて募集するものとする。但し、連携プログラムの設定には、連携プログラム
を除く2020年度募集プログラムの地域貢献率が原則20％以上を必須条件とする。

１．連携（地域研修）プログラム
・シーリング対象外の都道府県の施設において50%以上の専門研修を行える環境が整った場合、
募集可能とする。
ただし、都道府県限定分に関しては、以下の条件が整った場合のみ募集可能とする。

２．連携（地域研修）プログラムのうち都道府県限定分
・2016年足下充足率が0.8以下のその診療科の医師不足が顕著である都道府県の施設において

50%以上の専門研修を行える環境が整った場合、募集可能とする。

（2016年足下充足率） =
（2016年の足下医師数）

（2016年の必要医師数）

日本専門医機構案

医師専門研修部会
令和元年度 第１回 資料２－２

一部改変
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１．連携（地域研修）プログラムの計算方法
・「（過去2年の採用平均数）ー（2024年の必要医師数を達成するための年間養成数）」に対して、
「診療科全体の充足率」に応じて以下の割合を乗じた数とする。

（ ）＝
過去２年の全専攻医採用数の平均

２０２４年の必要医師数を達成するための年間養成数✕補正項∗

に対し、

専攻医充足率≦100%の場合： 20％ （内科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科）

100％＜専攻医充足率≦150%の場合： 15％ （小児科・眼科・耳鼻科・放射線科・リハビリテーション科）

150%≦専攻医充足率の場合： 10% （皮膚科・精神科・麻酔科・形成外科）

２．上記、連携（地域研修）プログラムのうち都道府県
限定分5％分とする。

１．シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）の上限
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）＞20の場合： 2019年の採用数
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）≦20の場合： 過去2年の平均採用数と2019年

の採用数のいずれか大きい方
２．シーリング数の下限
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）が５を下回る場合、５とする。

連携（地域研修）プログラムの計算方法と上限・下限
計算方法

上限・下限

日本専門医機構案

＊補正項＝
過去２年の平均数の全診療科合計
年間養成数の全診療科合計

医師専門研修部会

令和元年度 第１回
資料２－２ 一部改変

診療科全体の
専攻医充足率

8



2020年度専門研修プログラムシーリングの変更点

１．特定の都道府県での勤務が義務づけられている専攻医に対する不利益が生じないよ
うに、医師少数区域などへの従事要件が課されており、地域医療対策協議会で認め
られた地域枠医師および自治医科大学出身医師はシーリングの枠外とする。

２．過去の採用数が少なく、採用数の年次変動が大きい都道府県別診療科に対する配慮
として、過去2年の採用数のいずれかが10未満である都道府県別診療科のシーリング
数を、過去2年の採用数のうち大きい方とする。また、過去2年の採用数の平均が極
めて少なく、シーリング数が５（連携プログラム０）の都道府県別診療科をシーリ
ングの対象外とする。

３．シーリング対象となった都道府県のうち、都道府県内に医師少数区域がある都道府
県に対する一定の配慮のため、地域貢献率の算出にあたっては、シーリング対象外
の都道府県において研修を実施する期間に加え、都道府県内の医師少数区域におい
て研修を実施する期間も考慮にいれる。

※シーリング対象外の医療機関で50％以上研修を実施するプログラム(地域連携プログラム)については、一部シーリングの上乗せ定員として認める枠組み
がある。地域連携プログラムを活用するためには、他の専門研修プログラムについてもシーリング対象外の医療機関で実施する割合（地域貢献率）が
20％以上である必要がある。

○2019年9月11日の医道審議会 医師分科会専門研修部会の審議を踏まえ、2020年度専門研修プログ
ラムに対し、下記の通り、医師法第十六条の八及び第十六条の九の規定により厚生労働大臣から日
本専門医機構へ意見及び要請を行った。

○日本専門医機構は、それを踏まえて2020年度専門研修プログラムのシーリングについて、下記の
変更を行った。

9



10

シーリング対象
の診療科数

内科 小児科 皮膚科 精神科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 形成外科
リハビリ

テーション科

北海道 1 21+2
青森県 0
岩手県 0
宮城県 0
秋田県 0
山形県 0
福島県 0
茨城県 0
栃木県 0
群馬県 0
埼玉県 0
千葉県 0
東京都 11 438+77 106+17 65+11 80+11 59+13 47+10 43+6 38+7 85+10 36+6 17+3
神奈川県 0
新潟県 0
富山県 1 7+0
石川県 4 36+4 9+0 6+0 6+0
福井県 0
山梨県 0
長野県 0
岐阜県 0
静岡県 0
愛知県 0
三重県 0
滋賀県 1 7+0
京都府 11 68+12 9+0 9+1 11+1 15+2 15+2 8+2 19+0 14+0 13+1 8+0
大阪府 7 202+9 24+3 18+2 18+2 16+2 32+2 16+1
兵庫県 1 13+1
奈良県 1 7+0
和歌山県 2 21+2 9+0
鳥取県 2 16+1 7+0
島根県 0
岡山県 7 56+5 14+0 10+1 7+0 14+0 9+0 16+2
広島県 1 6+0
山口県 0
徳島県 1 19+2
香川県 2 7+0 8+0
愛媛県 2 7+0 6+0
高知県 2 16+0 6+0
福岡県 8 126+17 25+3 12+1 20+3 35+8 15+0 23+2 7+0
佐賀県 3 17+0 8+0 6+0
長崎県 2 35+4 7+0
熊本県 4 35+0 11+0 8+0 6+0
大分県 0
宮崎県 0
鹿児島県 0
沖縄県 3 16+0 7+0 8+0

※都道府県の各診療科の数値はシーリング数＋連携プログラム数

２０２０年度専攻医採用におけるシーリング



2020年度専攻医募集のスケジュール（シーリング）

専
門
医
機
構

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

5/14

8月下旬

5/10

基本領域学会と
シーリング調整

医師専門研修部会で
シーリングにかかる
機構案の了承

7月初旬

プログラム審査
終了予定

国
へ
提
示

県
へ
情
報
提
供

7月中旬

地域医療対策協議会

※医師法第16条の8第3項

知
事
か
ら

意
見
提
出

意
見

9/11
知事意見を集約し
厚労大臣の意見を
医師専門研修部会
で審議

専攻医募集
開始

（第一次）

10月15日

-７/11

-9/4

９月20日

日本専門医機構
理事会
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２０１９年
12月17日 2月6日～2月20日

専攻医募集
開始

（第二次）

最終調整
期間



2020年専攻医募集 都道府県別一覧表

※1 赤字は2020年の採用数の伸びが全国平均(5.4％)以上の増加率の都道府県
※2 一次募集～最終調整期間までのうち、最後に応募した都道府県でカウント

12

都道府県
（※1）

2019年
採用実績

2020年
応募者
(※2)

2020年
採用者

増減率

1 北海道 317 309 305 -3.8%
2 青森県 72 68 68 -5.6%
3 岩手県 65 74 71 9.2%
4 宮城県 142 172 172 21.1%
5 秋田県 49 56 55 12.2%
6 山形県 66 58 57 -13.6%
7 福島県 76 87 87 14.5%
8 茨城県 142 135 134 -5.6%
9 栃木県 121 122 122 0.8%

10 群馬県 78 85 84 7.7%
11 埼玉県 256 351 343 34.0%
12 千葉県 332 382 381 14.8%
13 東京都 1770 1827 1783 0.7%
14 神奈川県 516 553 546 5.8%
15 新潟県 95 124 123 29.5%
16 富山県 53 52 52 -1.9%
17 石川県 122 117 113 -7.4%
18 福井県 50 57 57 14.0%
19 山梨県 57 53 53 -7.0%
20 長野県 109 124 124 13.8%
21 岐阜県 85 111 111 30.6%
22 静岡県 150 174 173 15.3%

23 愛知県 476 524 520 9.2%

24 三重県 94 102 102 8.5%

2019年
採用実績

2020年
応募者

2020年
採用者

増減率

25 滋賀県 89 88 87 -2.2%
26 京都府 269 260 260 -3.3%
27 大阪府 652 702 683 4.8%
28 兵庫県 381 456 454 19.2%
29 奈良県 97 115 115 18.6%
30 和歌山県 67 90 90 34.3%
31 鳥取県 55 54 53 -3.6%
32 島根県 44 46 46 4.5%
33 岡山県 221 244 243 10.0%
34 広島県 141 147 145 2.8%
35 山口県 46 59 59 28.3%
36 徳島県 65 50 48 -26.2%
37 香川県 59 37 37 -37.3%
38 愛媛県 65 85 85 30.8%
39 高知県 36 44 44 22.2%
40 福岡県 444 450 424 -4.5%
41 佐賀県 53 53 53 0.0%
42 長崎県 111 87 87 -21.6%
43 熊本県 122 113 113 -7.4%
44 大分県 61 58 58 -4.9%
45 宮崎県 52 45 45 -13.5%
46 鹿児島県 107 106 105 -1.9%

47 沖縄県 85 113 112 31.8%

計 8615 9219 9082 5.4%

3月31日時点 確定値



内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科
耳鼻
咽喉科

泌尿器科

2018採用数 2670 573 271 441 805 552 441 328 267 274

2019採用数 2794 548 321 465 826 514 436 334 282 255

2020採用数 2923 565 304 517 829 671 476 344 266 323

2020年専攻医募集 診療科別一覧表

脳神経
外科

放射線科 麻酔科 病理 臨床検査 救急科 形成外科
リハビリ

科
総合診療

2018採用数 224 260 495 114 6 267 163 75 184

2019採用数 252 234 489 118 19 286 193 69 180

2020採用数 247 247 455 102 14 279 215 83 222

※赤字は2020年の採用数が2019年から増加した診療科

13

3月31日時点 確定値



2020年専攻医募集 都道府県診療科別一覧表 ① 確定値
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

内科 101 79 17 20 27 32 53 67 16 12 25 17 28 29 46 39 40 45 24 24 85 113 104 150

小児科 17 21 7 4 4 6 11 11 4 1 4 3 5 5 12 9 10 6 6 4 21 30 31 18

皮膚科 11 6 3 2 2 2 1 6 0 2 1 2 3 2 5 8 5 2 2 1 12 11 10 10

精神科 13 14 4 4 2 3 1 11 2 7 4 5 6 11 9 6 4 6 3 8 17 27 18 28

外科 25 31 13 8 8 7 22 21 8 5 8 2 8 10 13 9 8 17 7 9 14 21 28 27

整形外科 21 22 5 3 5 5 5 10 4 4 6 7 3 1 10 8 5 5 9 7 10 19 22 32

産婦人科 8 16 5 3 5 4 11 10 1 3 5 4 2 9 8 14 10 8 1 1 12 12 6 13

眼科 11 13 0 1 1 0 6 6 2 2 1 1 4 0 4 4 6 4 1 1 13 13 14 19

耳鼻咽喉科 10 11 3 4 1 1 6 5 0 4 2 3 2 0 3 4 3 1 2 2 6 13 10 5

泌尿器科 10 14 1 2 3 4 5 3 1 4 1 4 4 5 2 7 5 8 4 3 7 7 13 10

脳神経外科 11 8 3 2 1 0 4 5 2 1 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 8 13 5 3

放射線科 9 10 2 2 1 0 1 3 0 3 1 2 2 3 6 5 5 2 6 4 8 8 7 5

麻酔科 29 23(2) 24[1] 2 4 0 1 6 4 3 3 3 0 3 3 8 7 3 7 5 9 16 21 14 21

病理 5 4 0 2 1 0 0 1 4 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 4 3 4

臨床検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0

救急科 10 12 3 3 2 0 4 4 0 1 0 2 2 1 2 4 6 3 3 3 7 6 17 17

形成外科 9 1 3 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 0 0 10 10 15 12

リハビリ科 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 4 3 1

総合診療科 13 16 1 2 0 3 3 3 2 1 1 1 1 3 4 3 3 1 1 4 4 10 10 6

計 317
305
[1]

72 68 65 71 142 172 49 55 66 57 76 87 142 134 121 122 78 84 256 343 332 381

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリン

グ数

2020年
採用数

内科 515 515(77) 515[2] 186 178 36 55 17 15 40 40(4) 40[4] 9 11 9 20 37 47 21 47 45 51 162 157

小児科 123 123(17) 132[9] 26 36 6 5 5 3 3 2 3 2 3 2 9 8 6 4 14 16 23 29

皮膚科 86 76(11) 63 15 17 6 5 1 2 2 5 3 4 5 2 3 2 5 2 6 5 22 27

精神科 95 91(11) 91 27 33 4 8 3 2 9 9(0) 9 4 5 5 8 7 4 4 8 8 7 28 21

外科 148 185 53 42 9 7 7 8 18 4 4 4 3 6 12 9 7 14 10 16 55 48

整形外科 110 124 25 38 5 7 1 0 10 10 2 2 5 4 4 8 6 7 7 16 25 48

産婦人科 126 119 19 25 3 8 4 7 3 5 5 3 3 0 3 3 6 4 11 6 28 25

眼科 75 72(13) 67 20 15 3 3 4 1 5 5 2 3 5 2 2 4 5 2 4 6 18 17

耳鼻咽喉科 57 57(10) 54 19 11 5 3 2 1 6 6(0) 6 0 4 4 0 2 4 5 1 7 6 14 22

泌尿器科 50 65 15 23 0 1 3 1 5 6 3 2 3 0 5 4 4 1 8 8 11 16

脳神経外科 55 49(6) 46 11 11 4 5 0 1 4 3 2 2 2 4 3 1 4 3 3 4 18 16

放射線科 46 45(7) 44 10 13 1 2 0 0 3 6(0) 0 0 4 4 2 4 3 2 3 3 1 5 19

麻酔科 103 95(10) 80[1] 29 40 4 7 3 7(0) 6[1] 7 8 3 2 2 1 1 3 6 7 6 12 26 29

病理 25 27 5 2 2 2 1 0 0 0 2 3 0 0 2 2 2 4 1 3 5 5

臨床検査 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0

救急科 59 63 26 20 2 1 1 1 0 2 6 1 3 0 5 5 1 1 4 5 9 10

形成外科 48 42(6) 42 17 23 2 4 0 0 5 6 0 2 0 2 0 5 0 0 5 5 6 12

リハビリ科 21 20(3) 20 4 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 7 4

総合診療科 23 40 8 12 2 0 1 4 0 2 2 1 0 0 8 10 1 2 5 4 14 15

計 1770
1783
[12]

516 546 95 123 53 52[1] 122
113
[4]

50 57 57 53 109 124 85 111 150 173 476 520

※ 2020シーリング数の（ ）内はシーリング数のうち連携プログラムの数、2020採用数の[ ]内は採用数のうちシーリング対象外で採用となった地域枠医師等の数 14



24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

内科 30 31 33 32 80
80

(12)
79[4] 211

211
(9)

203
[1]

137 185 25 43 24 23(2) 26[5] 19 17(1) 18[3] 19 9 61 61(5) 64[5] 59 54 21 19

小児科 5 9 7 7(0) 6 9 9(0) 12[3] 42 56 20 35 5 9 5 1 2 7(0) 3 3 2 14 14(0) 5 6 5 2 3

皮膚科 6 1 4 3 10 10(1) 10 20 25 13 6 3 3 5 1 1 2 2 1 12 12 1 6 1 5

精神科 4 1 4 6 12 12(1) 8 38 45 19 24 10 7 5 3 3 3 2 6 13 11(1) 11 5 6 2 4

外科 14 13 6 3 19 19 72 79 42 28 9 5 2 7 5 5 4 3 32 37 14 13 4 8

整形外科 4 7 5 9 17 17(2) 17 41 52 17 38 6 9 3 9(0) 9[1] 5 3 1 1 10 21 7 13 3 3

産婦人科 2 11 2 5 14 17 31 39 9 10 9 1 1 3 4 2 2 2 11 13 5 6 4 2

眼科 6 7 3 4 17 17(2) 17 28 27(3) 26 18 14(1) 14 1 5 1 4 1 1 0 4 8 12 4 7 1 2

耳鼻咽喉科 0 2 3 3 12 10(2) 11[1] 20 20(2) 20 14 13 5 7(0) 0 3 8 3 1 0 0 7 7(0) 4 6 6(0) 3 0 0

泌尿器科 3 6 3 5 5 19(0) 13 19 20(2) 18 10 12 3 4 3 5 4 4 0 0 5 10 0 4 1 2
脳神経外科 2 1 2 1 13 9 19 20 8 15 1 3 2 5 1 2 1 1 4 14(0) 14 3 3 0 1
放射線科 5 3 3 1 14 14(0) 10 16 18(2) 16 9 11 3 6 3 3 2 2 1 3 6 9(0) 4 10 5 0 3

麻酔科 7 4 7 1 13 14(1) 12[1] 38 34(2) 32 30 20 2 5 3 1 2 2 3 2 18 18(2) 11 7 12 2 3

病理 3 1 1 1 9 4 10 3 2 4 2 1 0 1 0 1 0 2 3 4 1 0 0 0

臨床検査 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

救急科 0 1 2 1 10 8 21 22 14 12 6 3 5 5 1 1 3 3 4 8 7 2 0 2

形成外科 0 0 0 0 7 8(0) 8 19 17(1) 17 9 13 1 1 1 0 0 1 0 0 5 7 1 2 0 0

リハビリ科 2 0 0 0 0 4 1 4 6 8 0 0 1 6 0 0 0 2 0 1 4 3 0 0

総合診療科 1 2 4 6 7 2 6 6 3 6 6 10 0 2 2 2 3 5 8 5 1 1 5 2

計 94 102 89 87 269
260
[9]

652
683
[1]

381 454 97 115 67 90[6] 55 53[3] 44 46 221
243
[5]

141 145 46 59

2020年専攻医募集 都道府県診療科別一覧表 ② 確定値

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

2019年
採用数

2020年
シーリ
ング数

2020年
採用数

内科 24 21(2) 16(4) 31 16 15 25 16 16(0)
11

[10]
143

143(1
7)

143
[2]

15 17(0) 13[1] 44 39(4) 31[3] 36 35(0) 37[3] 26 23 16 7 42 39 24 36

小児科 2 2 7 7(0) 1 3 3 0 2 28 28(3) 25 3 4 7 3 8 7 4 2 4 7 4 1 5 16(0) 5[1]

皮膚科 1 4 0 1 1 1 0 3 16 13(1) 13 2 3 3 2 3 4 3 4 1 2 2 2 2 2

精神科 1 3 3 4 3 6 3 6(0) 2 28 23(3) 23 7 8(0) 8 1 4 11 11(0) 4 3 0 3 2 2 3 6 7(0) 8[1]

外科 4 2 6 2 10 14 3 3 46 36 1 4 9 5 14 11 4 5 2 4 11 5 5 8

整形外科 2 2 4 8(0) 2[1] 2 10 2 3 45 43(8) 42 4 1 7 7(0) 5[1] 8 8(0) 8 5 4 5 4 4 10 2 11

産婦人科 2 5 0 0 3 2 2 1 23 20 0 1 3 5 3 4 2 3 5 2 6 11 8 9

眼科 2 1 2 3 1 4 0 3 11 16 4 5 2 3 4 5 3 2 2 3 4 5 5 2

耳鼻咽喉科 2 1 1 1 7 7(0) 3 0 2 11 13 3 2 3 2 4 3 2 3 3 1 2 3 2 2

泌尿器科 1 3 1 4 6 6(0) 3 4 1 9 18 0 2 4 1 4 6 1 0 3 1 1 0 2 3

脳神経外科 2 1 2 0 1 1 3 4 15 12 2 1 5 0 5 4 0 1 3 1 4 7 3 1

放射線科 4 1 0 1 5 3 1 2 8 15(0) 13 1 1 5 4 3 5 1 3 0 4 6 5 2 0

麻酔科 6 0 0 0 3 5 0 4 31 25(2) 17 6 6(0) 2[1] 6 6 6 6(0) 5 3 2 1 3 5 5 8 8(0) 2

病理 4 1 0 0 1 0 0 1 7 3 1 0 0 4 2 2 1 0 0 1 1 0 3 1

臨床検査 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

救急科 5 4 1 0 1 0 2 2 9 11 3 1 2 2 9 5 0 2 2 3 5 4 2 12

形成外科 1 1 1 2 1 3 0 0 7 7(0) 7 1 2 5 5 0 0 1 2 0 0 0 1 2 4

リハビリ科 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0

総合診療科 1 1 0 0 0 2 0 0 6 9 0 2 5 5 2 2 2 2 2 0 5 1 4 6

計 65 48[4] 59 37[1] 65 85 36
44

[10]
444

424
[2]

53 53[2] 111 87[4] 122
113
[3]

61 58 52 45 107 105 85
112
[2]

15※ 2020シーリング数の（ ）内はシーリング数のうち連携プログラムの数、2020採用数の[ ]内は採用数のうちシーリング対象外で採用となった地域枠医師等の数



２. 診療科別必要医師数の見直し

16



前回の必要医師数・養成数の計算方法

2024年

必
要
医
師
数

（
勤
務
時
間
補
正
後

）

必
要
医
師
数

（
勤
務
時
間
補
正
後

）

2
0
1
6
年
の
医
師
数
を

維
持
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

2
0
3
0
年
の
必
要
医
師
数
を

達
成
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

2
0
3
6
年
の
必
要
医
師
数
を

達
成
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

北海道 4,849 5,470 5,649 5,690 5,548 103 193 159 136

青森県 881 1,370 1,362 1,334 1,283 20 74 50 39

岩手県 895 1,338 1,321 1,295 1,249 20 67 46 36

宮城県 2,088 2,245 2,356 2,402 2,368 42 72 63 56

秋田県 815 1,164 1,125 1,080 1,029 17 52 35 27

山形県 855 1,217 1,189 1,161 1,118 19 56 39 31

必要養成数に係る推計2030年 2036年

必
要
医
師
数

（
勤
務
時
間
補
正
後

）

2016年

2
0
2
4
年
の
必
要
医
師
数
を

達
成
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

必
要
医
師
数

（
勤
務
時
間
調
整
後

）

2
0
1
6
年
医
師
数

（
仕
事
量

）

① ② ③ ④ ⑤

③→④：診療科別の推計患者数＊の将来の変化率を用いて必要医師数を計算3,4)

(＊患者数の推計：性年齢階級別傷病中分類別患者数を算出5)→傷病中分類と各診療科の対応表6)等に基づき各診療科ごとの医療需要（外来需要を含む）を推
計→将来人口推計7)に基づき診療科ごとの将来の患者数を推計)

③→⑤：診療科別生残率8)を用いて算出

⑥

①→②：性年齢階級別勤務時間比(仕事率)1) を掛け、診療科別に性
年齢構成を調整した仕事量を算出

②→③：診療科別に週60時間以上の勤務時間が削減された場合の
医師数を計算2,3,4)

1)「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」結果を基に作成. 2)勤務時間については「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」結果を利用. 3)全国値をマクロ需要
推計に合わせ調整. 4)マクロ需給推計は医師需給分科会第３次中間取りまとめにおける勤務時間を週60時間に制限する等の仮定をおくマクロ需要推計の推計値（需要ケース２）を利用.  
5)平成28年患者調査を基に作成. 6)DPCデータを基に作成.  7)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」. 8)平成20～28年度三師調査を利用し算出.

内科 小児科 …
形成

外科

リハビ

リテー

ション

科

北海道 4905 639 119 96

青森県 911 133 15 10

岩手県 910 138 … 22 12

宮城県 2093 284 60 61

秋田県 828 123 10 23

山形県 879 139 15 13

2016年　都道府県別 各診療科 医師数

(平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査)

1)仕事率の計算

②,④,⑤→⑥：現状を維持するための養成数に加え、将来時点の必要医師数が満たされるように生残率を考慮（⑤＋
④－②

診療科別生残率
）

＊都道府県ごとの必要医師数は、都道府県ごとの診療科別推計患者数の割合に応じ按分した

第19回 医師需給分科会資料

2)の計算のイメージ 2) 診療科別勤務時間について

第30回 医師需給分科会参考資料

6)対応表の例 8) 診療科別生残率(男性)

第28回 医師需給分科会
参考資料

第28回 医師需給分科会参考資料

補足資料

計算方法
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各都道府県からの必要医師数に関する意見と今後の対応

 各都道府県からは、地域の実情に即した必要医師数の算出方法とするべき、という意見が多数あった。

（具体例）
・疾患別の対応表も都道府県間の年齢構成の差を勘案するべき

・特定の疾患群を他県と異なる診療科が担っていることが明らかで、双方の領域が承知しているような場合は
反映すべき
・ある県の一部の地域における特定の診療科を、隣県の医師が担うことについて実情を反映すべき

2021年度以降のシーリングに用いる診療科別必要医師数の算出においては、改めて各都道府県に意

見を求め、上記のように勘案可能な各都道府県ごとの固有の事情については、地域医療対策協議会で
協議の上、また複数県にまたがる点においては両県の合意の下に引き続き検討する。

 必要医師数に関しては、医育機関の勤務医、一般病院の勤務医、診療所の開業医や勤務医においての
勤務実態や過不足が異なることを勘案すべき。

 基本領域におけるシーリングはサブスペシャルティ領域の医師の確保につながるものであることに配慮す
ること

専門医が対応すべき医療需要について十分な検討を行った上で、上記の課題に対しても日本専門医
機構とともに対応を継続的に協議する。 18

医師専門研修部会
令和元年度 第２回

資料１－１



昨年の各都道府県からの必要医師数に関する意見に対する対応

 各都道府県からは、地域の実情に即した必要医師数の算出方法とするべき、という意見が多数あった。

（具体例）
・疾患別の対応表も都道府県間の年齢構成の差を勘案するべき

・特定の疾患群を他県と異なる診療科が担っていることが明らかで、双方の領域が承知しているような場合は
反映すべき
・ある県の一部の地域における特定の診療科を、隣県の医師が担うことについて実情を反映すべき

 必要医師数に関しては、医育機関の勤務医、一般病院の勤務医、診療所の開業医や勤務医においての
勤務実態や過不足が異なることを勘案すべき。

 基本領域におけるシーリングはサブスペシャルティ領域の医師の確保につながるものであることに配慮す
ること

19

〇対応表については、性年齢別の対応表に変更し、都道府県間の年齢構成の差を反映できるように
改善した。

〇都道府県ごとの固有の事情について、令和元年９月から本年1月にかけて、各都道府県に対し、地

域医療対策協議会で議論を行った上で合意が得られたものについては、可能な限り反映させる旨
を連絡し、意見を求めた。

〇入院需要と外来需要の推計をより実態に即したものとなるよう改善
〇シーリングについても、日本専門医機構における検討協議会に厚生労働省もオブザーバー参加



20

診療科別必要医師数について意見交換をした経緯

下記の場において、診療科別必要医師数について意見の集約、今後の方向性を検討している。

令和元年5月17日 知事会との意見交換会

令和元年6月7日 医療政策研修会
都道府県担当者向けの研修。

令和元年7月1日・9月11日 持続可能な社会保障制度の構築に向けた国と地方の意見交換会
国と47都道府県の意見交換。

令和元年8月～11月 日本専門医機構 2021年度専門医養成数に関する検討協議会
（厚生労働省はオブザーバーとして参加。）

自治体・学会を対象にヒアリングを実施。各回に下記団体が参加。

第1回（8月1日） 脳神経外科、産婦人科、外科、小児科、精神科
第2回（8月22日） 内科、皮膚科、整形外科、眼科
第3回（9月5日） 救急、耳鼻科、放射線科、麻酔科、泌尿器科
第4回（9月19日） 病理、臨床検査、形成外科、リハビリ科
第5回（10月3日） 知事会、町村会
第6回（11月7日） 全学会
第7回（11月21日） 全学会

医療従事者の需給に関する検討会
第33回 医師需給分科会

令和２年２月13日資料１ 一部改変



21

基礎データの見直し

医師・歯科医師・
薬剤師調査

労働時間調査 患者調査 対応表

前回2019年計算 2016年 2016年

「医師の勤務実態及び働き方
の意向等に関する調査」

2014年
※1

今回2020年計算 2018年 2017年

脳神経外科 48%

内科 46%

リハビリテーション科 4%

外科 1%

救急科 1%

整形外科 0%

精神科 0%

泌尿器科 0%

小児科 0%

産婦人科 0%

耳鼻咽喉科 0%

麻酔科 0%

形成外科 0%

放射線科 0%

眼科 0%

皮膚科 0%

（診療科と疾病等の対応表例） 循環器系の疾患（脳梗塞）

※1 厚生労働科学研究「保健医療介護現場の課題に即したビッグデータ解析を実践するための臨床疫学・統計・医療情報技術を磨く高度人材育成プログラムの開発と検証
に関する研究」（研究代表者 東京大学 康永秀生）の研究結果（DPCデータ（2016年退院者データ）から求めた69診療科×傷病分類（ICD-10）別の患者数）を用いて、厚生労

働科学研究「ニーズに基づく専門医の養成に係る研究」（研究代表者 自治医科大学 小池創一）において、基本診療領域×傷病中分類（患者調査）別の患者数を算出した。
今回より、性年齢階級別の対応表としている。

医療従事者の需給に関する検討会
第33回 医師需給分科会

令和２年２月13日資料１ 一部改変



これまでは全診療科一律の入院外来比を用いていたが、診療科ごとに入院・外来の比重は異なると考えら
れるため、医師数を入院患者数および外来患者数で除した値の比を用いるのはどうか。

患者１人あたりの医師の労働投入量の入院/外来比を見るために、診療科ごとに、
・（病院医師数✕病院医師の平均労働時間）/入院患者数（有床診療所を除く）

・（診療所医師数✕診療所医師の平均労働時間）/外来患者数（診療所）

を計算する。

入院需要と外来需要の比率

必要医師数計算の改善案①

※病院医師が実施する外来の割合など、限界を踏まえた解釈は必要
※診療所で診療する患者数が病院で診療する患者数に対して非常に少ないと考えられる診療科（放射線診断科、麻酔科、病理診断科、
臨床検査、救急科）は入院が以来患者数の推移のみ利用し、リハビリテーション科は全診療科の平均入院/外来比を利用した。

22

医療従事者の需給に関する検討会
第33回 医師需給分科会

令和２年２月13日資料１ 一部改変



必要医師数計算の改善案②

• 小児人口割合は都道府県ごとに異なるため、小児の将来需要は患者調査の15歳未満人口の将来
推計をベースに推計してはどうか。

※患者調査の年齢階級は5歳きざみ

• 精神科の入院需要部分については、悉皆調査でより正確な情報を得られる630調査を利用してはどう
か。

• 放射線科は放射線治療医と放射線診断医を比較的明確に分けることができ、放射線治療の需要は
画像診断の需要と大きく異なるため、それぞれ分けて将来推計してはどうか。
→放射線治療の需要は放射線治療が必要となる疾病を基準とする
→放射線診断の需要はこれまで通り

• 麻酔科は多くの診療科の手術の麻酔を行っているため、外科だけではなく、手術を行う診療科の需要を
もとに将来推計してはどうか。

診療科ごとの見直し

23

医療従事者の需給に関する検討会
第33回 医師需給分科会

令和２年２月13日資料１ 一部改変



将来の患者数推計の基礎データ（診療科ごとの見直し）

必要医師数計算の改善案③

全ての傷病の推計患者数 放射線科、臨床検査、救急科、リハビリテーション科

主たる診療科別推計患者数
内科、小児科、皮膚科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌
尿器科、脳神経外科

外科の傷病の推計患者数 外科、麻酔科、病理、形成外科

「精神及び行動の障害」の推計患者数 精神科

全ての傷病の推計患者数 放射線科（放射線診断）、臨床検査、救急科、リハビリテーション科

主たる診療科別推計患者数
内科、皮膚科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、
脳神経外科

15歳未満人口の全国の推計患者数 小児科

外科の傷病の推計患者数 外科、病理、形成外科

手術を行う診療科の推計患者数 麻酔科

放射線治療の対象となる疾病の推計患者数 放射線科（放射線治療）

「精神及び行動の障害」の推計外来患者数 精神科（外来需要）

精神科疾病別推計入院患者数（630調査） 精神科（入院需要）

※特記していないものは、患者調査を基礎データとしている。

＜これまで（2019年時点必要医師数計算）＞

＜改善案（2020年時点必要医師数計算）＞
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医療従事者の需給に関する検討会
第33回 医師需給分科会

令和２年２月13日資料１ 一部改変



地方ブロックごとの足下充足率

※診療科ごとの都道府県別2018年足下充足率をもとに計算

例：仮に足下充足率が0.8以下のブロック別診療科を連携プログラムにおける連携先とした場合、
赤字のブロックと連携が可能となる

北海道 北海道

東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

関東
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、山梨、長野

北陸 新潟、富山、石川、福井

東海 静岡、岐阜、愛知、三重

近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国 徳島、香川、愛媛、高知

九州
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島

沖縄 沖縄

■地方ブロックの区分け
(総務省地域別表章に関するガイドライン 類型Ⅰ)
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内科 小児科 皮膚科 精神科
整形外
科

眼科
耳鼻
咽喉科

泌尿器
科

脳神経
外科

放射線
科

麻酔科
形成外
科

リハビリ
科

北海道 0.859 0.917 0.871 0.954 0.828 0.791 0.906 0.969 1.030 0.683 1.209 0.709 0.863 

東北 0.721 0.870 0.693 0.865 0.732 0.711 0.795 0.888 0.704 0.659 0.692 0.619 0.683 

関東 0.915 0.935 1.072 0.921 0.900 1.019 0.937 0.851 0.847 0.875 0.938 1.156 0.982 

北陸 0.808 0.955 0.940 0.819 0.856 0.814 0.916 0.737 0.777 0.995 0.783 0.613 0.797 

東海 0.847 0.816 0.867 0.779 0.844 0.924 0.957 0.791 0.839 0.844 0.743 0.671 0.917 

近畿 1.040 0.969 0.995 0.885 1.062 1.135 1.107 1.068 0.953 1.206 1.027 1.018 1.134 

中国 0.958 0.955 0.907 1.061 0.917 0.924 1.006 0.910 0.893 1.105 1.035 0.667 1.194 

四国 0.939 1.022 0.874 1.120 1.024 0.960 1.180 1.188 1.072 1.318 1.004 0.910 1.030 

九州 1.064 0.895 0.956 1.290 1.112 0.951 0.884 1.007 0.907 1.174 1.036 0.860 0.998 

沖縄 0.979 0.820 0.880 1.575 1.010 0.970 0.831 0.714 0.754 0.868 1.133 0.984 1.351 

内科 小児科 皮膚科 精神科
整形外
科

眼科
耳鼻
咽喉科

泌尿器
科

脳神経
外科

放射線
科

麻酔科
形成外
科

リハビリ
科

北海道 0.859 0.917 0.871 0.954 0.828 0.791 0.906 0.969 1.030 0.683 1.209 0.709 0.863 

東北 0.721 0.870 0.693 0.865 0.732 0.711 0.795 0.888 0.704 0.659 0.692 0.619 0.683 

関東 0.915 0.935 1.072 0.921 0.900 1.019 0.937 0.851 0.847 0.875 0.938 1.156 0.982 

北陸 0.808 0.955 0.940 0.819 0.856 0.814 0.916 0.737 0.777 0.995 0.783 0.613 0.797 

東海 0.847 0.816 0.867 0.779 0.844 0.924 0.957 0.791 0.839 0.844 0.743 0.671 0.917 

近畿 1.040 0.969 0.995 0.885 1.062 1.135 1.107 1.068 0.953 1.206 1.027 1.018 1.134 

中国 0.958 0.955 0.907 1.061 0.917 0.924 1.006 0.910 0.893 1.105 1.035 0.667 1.194 

四国 0.939 1.022 0.874 1.120 1.024 0.960 1.180 1.188 1.072 1.318 1.004 0.910 1.030 

九州 1.064 0.895 0.956 1.290 1.112 0.951 0.884 1.007 0.907 1.174 1.036 0.860 0.998 

沖縄 0.979 0.820 0.880 1.575 1.010 0.970 0.831 0.714 0.754 0.868 1.133 0.984 1.351 

2019年9月の厚労大臣から専門医機構への意見・要請の中で、医師が不足するブロックにおいて専攻医が充足されるようシーリングを設
定するよう求めていた。
日本専門医機構における議論では、ブロック別の連携プログラムの導入は、2021年度のシーリングにおいては見送ることとなったが、

仮に今回の必要医師数を元に、ブロック毎の足下充足率を計算すると下記の通りとなる。



３. 2021年度専攻医募集におけるシーリング
について
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2021年度専攻医募集のスケジュール（案）

専
門
医
機
構

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

4/10

8月下旬

3/27

シーリング(案)
決定

シーリング(案)審議

7月初旬

プログラム審査
終了予定

国
へ
提
示

県
へ
情
報
提
供

7月中旬

地域医療対策協議会

※医師法第16条の8第3項

知
事
か
ら

意
見
提
出

意
見
・
要
請

9月中旬

知事意見を集約し
厚労大臣の意見・要請
について審議

９月下旬

日本専門医機構
理事会

27

２０２０年

日本専門医機構
理事会

医師専門研修部会

10月中旬

専攻医募集開始

シーリングを踏まえ
各研修施設・学会が
プログラム作成

医師専門研修部会



日本専門医機構の
2021年度専攻医募集シーリング案

令和２年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会 資料２-１

令和２年４月１０日日本専門医機構資料

1

442428
テキストボックス
資料３－２



2021年度専攻医募集におけるシーリング（案）の基本的な考え方

１．2020年度の専攻医募集においては、厚生労働省が公表した都道府県診療科別の必要医師数に基づいたシーリングを設定
し、従来から計算方法を大きく変更したところであり、各学会の協力のもと、シーリングを遵守した採用が行われた。

２．2021年度に向けては、日本専門医機構の「専門医養成数に関する検討協議会」において各学会と意見交換を行い検討をし
た結果、2021年度のシーリングについては、下記の考え方に基づき実施することとする。

〇2021年度のシーリング数の計算方法については、
・2020年度の計算方法によるシーリングは、採用結果を踏まえると偏在是正対策として一定程度の効果があると考えられ
ること
・ただし、単年度のみの実施では、効果の評価に限界があること
・頻回に制度を変更することで、現場の負担が大きくなること
等から、2020年度と同様の方法で実施する。

〇計算にあたり、下記の数値を更新する。
・診療科別必要医師数については、２月13日の医師需給分科会において示された最新のものを使用する。
・過去の採用数を使用する箇所については、2020年の採用結果を反映する。

〇その上で、激変緩和のための計算方法の変更や精神保健指定医に対する対応の追加等の変更を加える。

〇要件を満たす地域枠医師等をシーリングの対象外にすること、医師少数区域に配慮した地域貢献率の計算を行うこと等、
昨年の９月の厚生労働大臣からの意見・要請に基づく変更は、引き続き継続する。

３．連携プログラムの連携先について、ブロック別に連携先を設定する制度の導入は、連携プログラムの作成に相当な労力が
かかり、準備期間が必要なこと等から、2021年度募集では見送り、原則2022年度募集より導入することとする。
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2021年度専攻医募集におけるシーリングの計算方法について①

2020年度
「過去２年の平均採用数」 から
（過去２年の平均採用数」―「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」）×20%を除いた数

2021年度
「過去３年の平均採用数」から
(「過去３年の平均採用数」―「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」）×20%を除いた数
※2020年の採用数には、シーリング対象外となった地域枠の採用数は含まない

①基本ルール

2020年度
・「過去２年の平均採用数」―「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」に対して、診療科ごとの「専攻医充足
率」に応じて以下の割合を乗じた数とする
専攻医充足率≦100%の場合： 20％ （内科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科）
100％＜専攻医充足率≦150%の場合： 15％ （小児科・眼科・耳鼻科・放射線科・リハビリ科）
150%＜専攻医充足率の場合： 10% （皮膚科・精神科・麻酔科・形成外科）
・上記のうち都道府県限定分を5％分とする

2021年度
・「過去３年の平均採用数」―「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」に対して、診療科ごとの「専攻医充足
率」に応じて以下の割合を乗じた数とする
専攻医充足率≦100%の場合： 20％（内科・整形外科・脳神経外科）
100％＜専攻医充足率≦150%の場合： 15％（眼科・耳鼻科・泌尿器科・リハビリ科）
150%＜専攻医充足率の場合： 10% （小児科・皮膚科・精神科・放射線科・麻酔科・形成外科）
・上記のうち都道府県限定分を5％分とする

②連携プログラム

2020年度の計算方法から、採用実績が1年分増えたことによる変更を反映し、下記の①～⑤の計算方法により、シーリング数
の計算を行う
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①,②による計算結果が、下記の数を超えた場合、下記の数を上限とする。

2020年度
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）＞20の場合： 2019年の採用数
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）≦20の場合： 過去2年の平均採用数と2019年の採用数の大きい方

2021年度
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）＞20の場合： 2020年の採用数
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）≦20の場合： 過去3年の平均採用数と2020年の採用数の大きい方

③上限について

2021年度専攻医募集におけるシーリングの計算方法について②

④採用数が少数の都道府県別診療科について

2020年度
過去2年の採用数のいずれかが10未満である都道府県別診療科のシーリング数を、過去2年の採用数のうち大きい方と
する。

2021年度
過去3年の採用数のいずれかが10未満である都道府県別診療科のシーリング数を、過去3年の採用数のうち大きい方と
する。

⑤シーリング数５以下について

2020年度
シーリング数が５（連携プログラム０）以下の都道府県別診療科をシーリングの対象外

2021年度
シーリング数が５（連携プログラム０）以下の都道府県別診療科をシーリングの対象外 4



シーリングの計算方法の変更①(激変緩和)

2020年度の採用数が大幅に減少した都道府県別診療科があり、昨年と異なり前年(2020年度)の採用数が既にシーリング
がかかった結果の数値であることから、③の上限ルールについて、下記のように変更を行う。

①,②による計算結果が、下記の数を超えた場合、下記の数を上限とする。

変更前
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）＞20の場合： 2020年の採用数
・シーリング数（連携（地域研修）プログラム含む）≦20の場合： 過去3年の平均採用数と2020年の採用数の大きい方

変更後
・いずれの場合も、過去3年の平均採用数と2020年の採用数の大きい方

※ この変更により、③のルールにより、シーリング数が小さくなる(厳しくなる)都道府県別診療科はなくなる

上限についての変更

2019年に東京都のシーリングを前年から５％削減した際に、調整に苦慮した事例もあったことから、今回も削減幅を５％
を限度とし、下記のとおりとする。

下限についての変更

シーリング数の合計(通常＋連携)の下限を昨年の95％とし、95％に満たない数は、連携プログラム(都道府県限定分)
として追加する。

2021年度のシーリングが、2020年度のシーリングと比較し、大幅に厳しくなる都道府県別診療科が生じることから、下記の
激変緩和のための計算方法の変更を行う。
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シーリングの計算方法の変更②(連携プログラム)

現状、基本領域の研修期間が４年以上の診療科においては、研修期間が３年の診療科と比較し、連携プログラムの期
間が長期間となっており、全診療科の条件を揃えるため、下記の通り変更する。

期間について

連携プログラムにおける連携先での研修期間を、「研修期間の半分」から全診療科共通で「１年６ヵ月以上」とする。

新しい必要医師数に基づく足下充足率が、都道府県限定分の連携先の要件である0.8を超える都道府県別診療科があ
る。昨年に連携プログラムの制度に合わせて新たに作ったプログラムを急に廃止することは、連携先の施設にとっても不
利益となるため、下記の通り変更する。

連携先について

都道府県限定分の連携先について、昨年0.8以下であった都道府県についても、連携可能とする。
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シーリング数の合計が昨年のシーリング数と同数になるように、指定医連携枠を設ける。(東京都5、福岡1)

シーリングの計算方法の変更③(精神保健指定医)

精神科について、地域における精神保健指定医を確保する目的から、指定医連携枠を設ける。

連携枠数

・指定医業務量に対する指定医数が相対的に少ない下位1/3の都道府県と連携を組み、研修期間の半分(１
年６ヵ月)を当該都道府県で研修を行うこと。

・専攻医が研修を行う連携先の都道府県に、１年６ヵ月以上の期間、基幹施設から常勤の指導医を新たに１
名以上派遣すること。

連携枠で採用するにあたっての条件

専門医制度での配慮により指定医業務を行う医師を増やすことを担保するため、精神科専門医の更新要件
として、指定医業務の実績をいれ、指定医業務を行っていない者の更新要件を厳しくすることを前提とする。

前提条件
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２０２１年度シーリング計算方法のまとめ①

○ 「 2018年医師数」が「2018年の必要医師数1)」および「2024年の必要医師数2)」と同数あるいは上回る都道府県別診療科
○ 例外として、外科・産婦人科3)、病理・臨床検査4)、救急・総合診療科5)の6診療科はシーリングの対象外とする

1,2)各診療科別勤務時間等（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」結果を基に作成）及び医師需給分科会第３次中間取りまとめにおけるマクロ需要
推計の推計値（需要ケース２）、DPCデータを用いた疾病別診療科別患者数シェア等を利用して算出 3)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少してい
るなどの理由 4)専攻医が著しく少数である等の理由 5)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

「2018年～2020年の３年間の平均採用数」から
（「 2018年～2020年の３年間の平均採用数」ー「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」）×20% を除いた数とする

シーリングの対象

シーリング数

〇 上記のシーリング案による急激な変化によってもたらされる影響への配慮などの理由から、専攻医不足の都道府県との「連携（地域
研修）プログラム」を追加可能。但し、連携プログラムの設定には、連携プログラムを除く2021年度募集プログラムの地域貢献率が
原則20％以上が必須条件。

○ 「 2018年～2020年の３年間の平均採用数」ー「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」に対して、診療科ごとの「専
攻医充足率」に応じて以下の割合を乗じた数とする

専攻医充足率≦100%の場合： 20％ （内科・整形外科・脳神経外科）

100％＜専攻医充足率≦150%の場合： 15％ （眼科・耳鼻科・泌尿器科・リハビリテーション科）
150%≦専攻医充足率の場合： 10% （小児科・皮膚科・精神科・放射線科・麻酔科・形成外科）

○ 上記のうち都道府県限定分を5％分とする

計算方法

○ 連携（地域研修）プログラム
シーリング対象外の都道府県の施設において１年６ヵ月以上の専門研修を行える環境が整った場合、募集可能とする。
ただし、都道府県限定分に関しては、以下の条件が整った場合のみ募集可能とする

○ 連携（地域研修）プログラムのうち都道府県限定分
2016年または2018年の足下充足率（＝足下医師数/必要医師数）が0.8以下であり、医師不足が顕著である都道府県の施設にお
いて１年6ヵ月以上の専門研修を行える環境が整った場合、募集可能とする

連携(地域研修)プログラム

Σ(各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」および「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間)
Σ(各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間)

〇 地域貢献率は次の式で計算する。
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〇 医師少数区域等への従事要件および都道府県からの奨学金の貸与があり、地域医療対策協議会で認められた地域枠医師および自治医
科大学出身医師はシーリングの枠外での採用を可能とする。

地域枠医師等

〇 2018年～2020年の採用数のいずれかが10未満である都道府県別診療科のシーリング数を、 2018年～2020年の採用数のうち最も大き
い数とする。

〇 シーリング数が５以下の都道府県別診療科は、シーリングの対象外とする。

採用数が少数の県に対する例外

〇 シーリング数合計(通常＋連携)の下限を、2020年の95%とし、95%満たない数を連携プログラム(都道府県限定分)として追加する。

シーリング数の下限

２０２１年度シーリング計算方法のまとめ②

〇 精神科について、指定医連携枠を設け、シーリング数の合計が2020年のシーリング数(通常＋連携)と同数になるように追加する。

〇 指定医連携枠で採用を行う場合の要件は下記の通りとする
・指定医が相対的に少ない下位1/3の都道府県※と連携を組み、研修期間の半分(1年６ヵ月)を当該都道府県で研修を行うこと。
・専攻医が研修を行う連携先の都道府県に、1年６ヵ月以上の期間、基幹施設から常勤の指導医を新たに１名以上派遣すること。

〇 精神科専門医の更新要件として、指定医業務の実績をいれ、指定医業務を行っていない者の更新要件を厳しくすることを前提とする。

※ 日本精神神経学会が算出した業務換算指定医数に基づき、下記の都道府県とする。
青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、福井県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、長崎県

精神保健指定医連携枠
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北海道 0.86 4,824 5,614 5,820 253 90 79 101 90
青森県 0.63 899 1,435 1,446 102 18 20 17 18
岩手県 0.65 905 1,384 1,378 90 27 32 27 21
宮城県 0.91 2,125 2,322 2,427 88 57 67 53 52
秋田県 0.65 791 1,212 1,190 77 15 12 16 16
山形県 0.66 835 1,261 1,242 79 21 17 25 21
福島県 0.69 1,376 1,995 2,011 128 26 29 28 21
茨城県 0.70 1,960 2,812 2,933 184 42 39 46 41
栃木県 0.87 1,648 1,898 1,957 79 40 45 40 35
群馬県 0.78 1,605 2,053 2,118 112 25 24 24 26
埼玉県 0.70 4,332 6,231 6,778 452 89 113 85 70
千葉県 0.74 4,287 5,819 6,255 376 113 150 104 84
東京都 1.27 438 77 12 515 398 398 115 23 513 398 123 31 521 15,205 12,002 12,646 -95 521 513 515 535
神奈川県 0.87 6,930 8,007 8,638 388 180 178 186 176
新潟県 0.70 1,724 2,466 2,479 150 45 55 36 44
富山県 0.84 949 1,127 1,145 50 17 15 17 19
石川県 1.00 36 4 1 40 1,182 1,176 1,212 29 38 36 40 39
福井県 0.80 640 796 803 38 11 11 9 13
山梨県 0.81 686 845 858 40 16 20 9 19
長野県 0.75 1,703 2,273 2,297 126 40 47 37 35
岐阜県 0.83 1,669 2,000 2,049 93 33 47 21 30
静岡県 0.73 2,688 3,680 3,821 225 47 51 45 44
愛知県 0.90 5,931 6,574 7,010 276 151 157 162 135
三重県 0.85 1,525 1,784 1,821 79 34 31 30 40
滋賀県 0.89 1,120 1,264 1,329 54 31 32 33 28
京都府 1.25 68 12 1 80 62 62 13 0 75 62 18 5 80 3,163 2,528 2,653 -12 80 75 80 85
大阪府 1.07 202 9 0 211 200 200 2 0 202 200 10 2 210 8,994 8,396 8,852 161 210 202 211 217
兵庫県 0.93 4,969 5,323 5,590 197 145 185 137 113
奈良県 0.95 1,259 1,325 1,377 43 33 43 25 32
和歌山県 1.12 21 2 0 23 20 20 1 0 21 20 3 1 23 1,119 1,000 988 6 23 21 24 23
鳥取県 1.03 16 1 0 17 15 15 1 0 16 15 1 0 16 647 628 627 12 16 15 19 15
島根県 0.94 739 787 774 21 13 9 19 12
岡山県 1.07 56 5 0 61 55 55 4 0 59 55 7 2 62 2,127 1,979 2,017 29 62 59 61 66
広島県 0.97 2,732 2,829 2,923 89 53 54 59 47
山口県 0.78 1,198 1,543 1,543 80 18 19 21 14
徳島県 1.12 19 2 0 21 16 16 2 1 18 16 4 3 20 917 822 815 6 18 12 24 19
香川県 0.90 917 1,022 1,033 37 20 16 31 13
愛媛県 0.86 1,288 1,500 1,507 62 20 25 15 21
高知県 0.96 16 0 0 16 815 850 833 21 8 1 16 8
福岡県 1.21 126 17 0 143 118 118 23 1 141 118 29 7 147 6,001 4,954 5,206 3 147 141 143 157
佐賀県 0.96 17 0 0 17 829 862 869 24 15 12 15 19
長崎県 1.05 35 4 1 39 33 28 0 0 28 33 4 3 37 1,533 1,456 1,457 24 35 28 44 34
熊本県 1.05 35 0 0 35 33 33 0 0 33 33 0 0 33 1,985 1,898 1,914 34 33 34 36 28
大分県 0.98 1,245 1,267 1,279 32 25 23 26 25
宮崎県 0.80 950 1,187 1,199 58 11 7 16 9
鹿児島県 0.96 1,684 1,748 1,734 46 37 39 42 30
沖縄県 0.98 1,148 1,174 1,262 40 30 36 24 31

日本専門医機構資料

2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
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（3月27日理事会決定）
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北海道 0.92 616 671 573 10 19 21 17 20
青森県 0.78 126 161 132 4 5 4 7 4
岩手県 0.84 136 162 137 4 4 6 4 1
宮城県 0.85 278 328 285 8 12 11 11 13
秋田県 1.10 2 121 110 89 -2 3 1 4 5
山形県 0.91 136 150 128 2 3 3 4 1
福島県 0.85 211 248 209 5 6 5 5 7
茨城県 0.71 285 404 346 16 10 9 12 10
栃木県 0.85 238 282 245 7 9 6 10 11
群馬県 0.95 265 279 239 3 5 4 6 4
埼玉県 0.78 774 998 890 37 23 30 21 19
千葉県 0.77 645 834 738 30 23 18 31 20
東京都 1.19 106 17 4 123 98 98 16 8 114 98 19 11 117 2,354 1,972 1,839 -27 129 123 123 141
神奈川県 0.84 1,078 1,287 1,148 37 29 36 26 24
新潟県 0.89 270 305 263 6 5 5 6 4
富山県 0.98 137 141 120 1 3 3 5 1
石川県 1.00 176 177 155 1 3 2 3 4
福井県 1.05 2 118 112 98 0 3 2 3 3
山梨県 1.16 1 125 108 91 -2 2 2 3 1
長野県 0.94 277 293 250 3 7 8 9 5
岐阜県 0.86 252 293 252 6 7 4 6 12
静岡県 0.76 413 541 469 19 13 16 14 8
愛知県 0.80 909 1,137 1,022 38 27 29 23 30
三重県 0.82 208 255 221 8 6 9 5 5
滋賀県 1.02 7 0 0 7 6 7 0 0 7 7 0 0 7 235 231 208 1 7 6 7 7
京都府 1.21 9 0 0 9 6 9 0 0 9 9 0 0 9 429 354 309 -8 9 9 9 8
大阪府 0.91 1,224 1,342 1,172 21 48 56 42 46
兵庫県 0.94 742 787 682 10 29 35 20 32
奈良県 0.94 171 182 155 2 7 9 5 6
和歌山県 1.01 2 131 129 111 0 3 1 5 4
鳥取県 1.53 7 0 0 7 2 7 0 0 7 7 0 0 7 128 83 74 -5 4 3 2 7
島根県 0.97 94 97 85 1 2 2 3 2
岡山県 1.01 14 0 0 14 8 14 0 0 14 14 0 0 14 291 288 257 2 9 5 14 7
広島県 0.82 357 435 389 14 6 5 6 6
山口県 0.92 174 189 163 3 3 3 2 4
徳島県 1.03 1 99 96 82 0 1 2 2 0
香川県 1.07 7 0 0 7 3 7 0 0 7 7 0 0 7 146 137 119 0 4 1 7 3
愛媛県 0.95 177 186 159 2 4 3 3 5
高知県 1.09 1 102 93 78 -1 1 2 0 2
福岡県 0.92 25 3 1 28 839 915 830 18 27 25 28 29
佐賀県 0.87 116 134 119 3 2 4 3 0
長崎県 1.01 5 9 0 0 9 9 0 0 9 198 197 169 1 6 3 7 9
熊本県 0.92 253 276 248 6 8 7 8 9
大分県 1.04 3 7 0 0 7 7 0 0 7 173 166 145 0 4 2 4 7
宮崎県 0.71 123 172 150 7 5 7 4 3
鹿児島県 0.75 190 252 220 10 4 1 4 8
沖縄県 0.82 16 0 0 16 245 299 277 11 8 4 5 16

2021年シーリング
（3月27日理事会決定）

2018年

日本専門医機構資料
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2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
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北海道 0.87 352 403 394 14 7 6 11 3
青森県 0.71 69 98 93 5 2 2 3 2
岩手県 0.63 58 93 88 6 2 2 2 1
宮城県 0.84 143 170 168 7 4 6 1 6
秋田県 0.65 52 81 75 5 2 2 0 4
山形県 0.78 67 86 81 4 1 2 1 0
福島県 0.52 73 139 134 11 2 2 3 2
茨城県 0.75 151 202 199 10 6 8 5 5
栃木県 0.84 119 142 139 5 3 2 5 2
群馬県 0.67 99 148 145 9 1 1 2 1
埼玉県 0.82 380 463 468 22 9 11 12 5
千葉県 0.76 322 425 428 23 8 10 10 5
東京都 1.53 65 11 5 76 54 54 9 2 63 54 18 11 72 1,586 1,037 1,043 -48 79 63 86 88
神奈川県 1.12 14 14 1 1 15 14 1 1 15 628 561 566 4 16 17 15 16
新潟県 0.76 133 176 169 8 4 5 6 2
富山県 0.96 76 79 77 2 1 2 1 1
石川県 1.21 2 102 84 83 -1 3 5 2 1
福井県 1.08 2 61 56 54 0 3 4 3 2
山梨県 0.79 48 61 59 3 3 2 5 1
長野県 0.61 99 162 156 11 2 2 3 2
岐阜県 0.83 122 147 142 6 3 2 5 1
静岡県 0.76 207 272 267 14 6 5 6 6
愛知県 0.95 494 523 526 16 23 27 22 20
三重県 0.82 111 134 130 5 3 1 6 2
滋賀県 0.81 79 98 98 4 3 3 4 2
京都府 1.23 9 1 0 10 8 8 1 1 9 8 2 2 10 229 186 184 -2 11 10 10 14
大阪府 0.96 647 677 672 18 23 25 20 25
兵庫県 1.00 10 13 0 0 13 13 0 0 13 378 377 374 8 10 6 13 12
奈良県 1.07 3 104 97 95 1 3 3 3 3
和歌山県 0.87 67 76 72 2 3 1 5 3
鳥取県 0.90 42 46 44 1 1 2 1 0
島根県 0.84 45 53 50 2 1 1 2 1
岡山県 0.97 141 145 142 3 10 12 12 7
広島県 0.92 193 210 207 7 3 6 1 3
山口県 0.83 87 105 101 4 3 5 1 3
徳島県 1.10 2 65 59 56 0 2 4 1 0
香川県 0.85 64 75 73 3 0 1 0 0
愛媛県 0.76 80 105 101 5 1 1 1 1
高知県 0.89 51 58 54 2 2 3 0 2
福岡県 1.06 12 1 1 13 11 11 1 0 12 11 1 0 12 406 381 380 5 13 13 16 11
佐賀県 0.99 57 57 55 1 2 3 2 0
長崎県 0.97 98 102 97 2 2 2 3 0
熊本県 1.05 3 142 136 132 2 3 4 3 1
大分県 0.78 68 87 84 4 3 4 3 1
宮崎県 0.73 60 81 79 4 2 2 1 2
鹿児島県 0.76 93 121 115 6 1 2 2 0
沖縄県 0.88 84 95 97 4 2 2 2 2

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料
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北海道 0.95 695 729 701 16 13 14 13 11
青森県 0.81 148 182 171 7 4 4 4 4
岩手県 0.71 124 174 164 9 2 3 2 2
宮城県 0.90 273 303 296 9 5 11 1 3
秋田県 1.03 3 7 0 0 7 7 0 0 7 149 145 134 1 4 7 2 3
山形県 0.99 154 156 146 2 5 5 4 7
福島県 0.80 202 252 239 10 7 11 6 4
茨城県 0.69 258 374 364 21 6 6 9 4
栃木県 0.72 192 265 257 13 6 6 4 9
群馬県 0.84 224 265 256 9 6 8 3 7
埼玉県 0.71 654 927 921 51 21 27 17 19
千葉県 0.75 657 879 868 43 22 28 18 19
東京都 1.24 80 11 6 91 74 74 12 6 86 74 12 6 86 5 2,116 1,709 1,700 -22 98 91 95 108
神奈川県 0.93 1,044 1,127 1,117 29 28 33 27 25
新潟県 0.67 204 307 292 18 5 8 4 3
富山県 0.91 129 141 135 4 2 2 3 2
石川県 1.00 9 0 0 9 8 9 0 0 9 9 0 0 9 159 159 154 3 9 9 9 9
福井県 0.87 90 103 99 3 4 5 4 2
山梨県 0.89 96 108 103 3 5 8 5 2
長野県 0.81 229 284 271 11 6 4 7 6
岐阜県 0.72 184 256 245 13 5 8 4 3
静岡県 0.71 353 495 478 25 8 7 8 8
愛知県 0.79 767 969 959 42 23 21 28 19
三重県 0.85 207 243 233 8 3 1 4 3
滋賀県 0.80 133 167 165 7 5 6 4 4
京都府 0.99 11 1 1 12 353 356 346 6 11 8 12 13
大阪府 0.87 1,069 1,229 1,193 38 37 45 38 29
兵庫県 0.87 604 693 675 22 17 24 19 9
奈良県 0.93 159 170 163 3 9 7 10 9
和歌山県 0.84 97 115 108 4 3 3 5 2
鳥取県 1.15 2 90 79 75 0 3 3 3 3
島根県 1.23 2 6 0 0 6 6 0 0 6 118 96 90 -2 3 6 2 1
岡山県 1.15 10 1 0 11 10 10 1 1 11 10 1 1 11 291 253 245 0 12 11 13 11
広島県 0.92 352 383 372 10 5 6 5 5
山口県 1.11 2 203 183 173 0 2 4 2 0
徳島県 1.30 2 130 100 94 -3 3 3 1 4
香川県 1.19 1 152 128 122 -1 2 4 3 0
愛媛県 0.85 154 181 171 6 6 6 3 9
高知県 1.34 6 0 0 6 3 6 0 0 6 6 0 0 6 131 98 91 -3 4 2 3 6
福岡県 1.33 20 3 1 23 17 17 4 2 21 17 5 3 22 1 896 673 665 -16 25 23 28 25
佐賀県 1.49 8 0 0 8 5 8 0 0 8 8 0 0 8 172 115 111 -6 8 8 7 8
長崎県 1.21 1 218 181 171 -2 2 4 1 2
熊本県 1.30 11 0 0 11 4 11 0 0 11 11 0 0 11 315 243 233 -5 6 4 11 4
大分県 1.13 2 175 156 149 0 3 0 3 5
宮崎県 1.29 1 193 150 143 -3 2 2 3 2
鹿児島県 1.23 1 260 211 200 -3 2 3 2 1
沖縄県 1.58 7 0 0 7 4 7 0 0 7 7 0 0 7 270 171 173 -8 7 7 6 7

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）
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を
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北海道 0.83 924 1,115 1,157 57 21 22 21 20
青森県 0.67 196 293 293 19 4 3 5 4
岩手県 0.61 166 272 269 19 6 5 5 7
宮城県 0.79 350 442 459 25 8 10 5 8
秋田県 0.72 175 241 235 13 4 4 4 3
山形県 0.84 215 255 250 10 7 7 6 7
福島県 0.73 289 396 397 23 4 1 3 7
茨城県 0.77 399 519 542 30 9 8 10 9
栃木県 0.86 316 366 377 16 5 5 5 6
群馬県 0.84 346 413 426 20 6 7 9 1
埼玉県 0.70 852 1,210 1,315 88 11 19 10 3
千葉県 0.83 915 1,100 1,180 60 25 32 22 21
東京都 1.06 104 104 13 3 117 104 13 3 117 2,516 2,368 2,492 50 117 124 110 116
神奈川県 0.93 1,456 1,558 1,680 65 32 38 25 32
新潟県 0.73 353 484 485 28 6 7 5 6
富山県 0.88 197 224 227 9 1 0 1 2
石川県 1.04 8 10 0 0 10 10 0 0 10 237 228 235 5 9 10 10 8
福井県 0.94 147 156 157 5 2 2 2 1
山梨県 0.95 159 167 170 5 3 4 5 0
長野県 0.83 362 434 437 20 7 8 4 10
岐阜県 0.76 294 387 396 22 6 7 6 5
静岡県 0.81 588 725 752 38 10 16 7 6
愛知県 0.84 1,074 1,281 1,365 67 36 48 25 34
三重県 0.89 307 347 354 14 5 7 4 4
滋賀県 0.92 215 234 246 10 6 9 5 3
京都府 1.09 15 2 1 17 16 16 1 0 17 16 1 0 17 556 510 536 10 17 17 17 17
大阪府 1.09 41 41 2 1 43 41 2 1 43 1,777 1,627 1,716 32 43 52 41 36
兵庫県 1.03 1,083 1,050 1,103 28 28 38 17 29
奈良県 1.03 275 266 277 7 7 9 6 5
和歌山県 1.11 9 0 0 9 6 9 0 0 9 9 0 0 9 227 204 202 1 7 8 3 9
鳥取県 0.96 117 122 121 4 3 3 5 1
島根県 0.88 134 153 150 5 2 1 1 5
岡山県 0.97 380 394 402 12 13 21 10 9
広島県 0.93 528 569 588 22 9 13 7 8
山口県 0.83 248 298 298 14 4 3 3 5
徳島県 1.01 2 164 162 160 4 2 2 2 3
香川県 1.16 8 0 0 8 3 8 0 0 8 8 0 0 8 231 199 202 1 4 1 4 8
愛媛県 0.93 274 295 296 10 6 10 2 6
高知県 1.04 3 177 170 166 3 3 3 2 5
福岡県 1.27 35 8 2 43 33 33 9 1 42 33 10 2 43 1,250 983 1,032 -5 43 42 45 41
佐賀県 1.22 2 204 168 168 -1 3 1 4 3
長崎県 1.04 7 0 0 7 6 7 0 0 7 7 0 0 7 300 288 287 6 6 4 7 6
熊本県 1.11 8 0 0 8 7 8 0 0 8 8 0 0 8 399 358 360 4 8 8 8 8
大分県 0.89 225 252 254 10 4 4 5 2
宮崎県 1.01 233 232 233 6 5 4 5 5
鹿児島県 0.90 311 347 342 12 9 10 4 12
沖縄県 1.01 232 230 245 7 6 11 2 6

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

整形外科
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要
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師
数

（
勤
務
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要
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師
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0
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の
必
要
医
師
数
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め
の
年
間
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成
数

過
去
3
年
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用
数
平
均
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0
2
0
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攻
医
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用
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0
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9
年
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採
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0
1
8
年
度
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攻
医

採
用
数

北海道 0.79 472 596 596 29 11 13 11 9
青森県 0.51 77 150 146 12 0 1 0 0
岩手県 0.70 99 142 137 8 1 0 1 2
宮城県 0.87 206 237 241 10 7 6 6 9
秋田県 0.67 83 124 118 7 2 2 2 2
山形県 0.76 97 127 122 6 1 1 1 2
福島県 0.68 142 208 205 13 2 0 4 3
茨城県 0.77 228 297 302 16 4 4 4 3
栃木県 0.71 145 205 207 13 5 4 6 6
群馬県 0.79 164 208 209 10 1 1 1 2
埼玉県 0.86 595 693 720 31 13 13 13 13
千葉県 0.85 496 582 601 26 16 19 14 16
東京都 1.36 59 13 5 72 52 52 15 5 67 52 16 6 68 1,901 1,395 1,425 -30 73 67 75 76
神奈川県 1.00 862 864 894 23 18 15 20 19
新潟県 0.67 170 255 250 16 2 3 3 1
富山県 0.92 111 120 119 4 2 1 4 2
石川県 0.95 121 126 127 4 5 5 5 6
福井県 0.88 78 89 88 3 2 3 2 2
山梨県 0.96 83 87 86 2 2 2 5 0
長野県 0.75 171 229 226 12 2 4 2 0
岐阜県 0.93 196 211 210 6 3 2 5 1
静岡県 0.76 306 400 401 21 5 6 4 4
愛知県 1.00 771 769 791 20 18 17 18 18
三重県 0.92 177 191 190 6 7 7 6 7
滋賀県 0.96 126 132 135 4 3 4 3 2
京都府 1.21 15 2 1 17 14 14 3 1 17 14 3 1 17 337 280 282 -1 18 17 17 19
大阪府 1.20 24 3 1 27 22 22 4 1 26 22 4 1 26 1,080 903 909 -1 28 26 28 30
兵庫県 1.11 13 1 0 14 12 12 1 0 13 12 1 0 13 635 570 577 6 14 14 18 10
奈良県 0.96 137 142 143 4 2 5 1 1
和歌山県 1.01 3 113 112 108 2 3 4 1 4
鳥取県 0.92 58 63 62 2 1 1 1 1
島根県 0.78 63 80 78 4 2 4 0 1
岡山県 0.96 199 207 206 6 9 12 8 6
広島県 0.99 296 298 299 8 6 7 4 6
山口県 0.81 131 161 156 7 2 2 1 3
徳島県 1.00 82 82 80 2 1 1 2 0
香川県 1.00 106 107 106 3 2 3 2 2
愛媛県 0.94 148 158 155 4 3 4 1 5
高知県 0.93 79 85 81 2 2 3 0 3
福岡県 1.06 11 11 0 0 11 11 0 0 11 561 527 538 9 12 16 11 10
佐賀県 0.87 76 88 87 3 4 5 4 4
長崎県 0.89 137 154 150 5 2 3 2 0
熊本県 0.93 185 200 197 6 5 5 4 6
大分県 0.79 96 122 120 6 3 2 3 4
宮崎県 0.91 112 123 121 4 2 3 2 2
鹿児島県 0.88 153 175 170 6 4 5 4 4
沖縄県 0.97 122 125 132 4 3 2 5 2

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

眼科
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要
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年
の
必
要
医
師
数
を
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め
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成
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去
3
年

採
用
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平
均
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0
2
0
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度
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攻
医
採
用
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採
用
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0
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9
年
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医

採
用
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2
0
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8
年
度
専
攻
医

採
用
数

北海道 0.91 372 411 394 13 10 11 10 8
青森県 0.67 75 112 105 7 4 4 3 6
岩手県 0.60 58 97 91 7 1 1 1 2
宮城県 0.94 168 178 173 5 7 5 6 10
秋田県 0.80 65 81 74 3 2 4 0 1
山形県 0.87 86 98 92 3 3 3 2 4
福島県 0.78 114 145 137 6 1 0 2 1
茨城県 0.63 136 214 206 14 4 4 3 5
栃木県 0.86 125 146 140 6 2 1 3 1
群馬県 0.69 104 151 146 9 2 2 2 3
埼玉県 0.74 378 508 505 28 10 13 6 11
千葉県 0.72 338 470 465 27 6 5 10 4
東京都 1.29 47 10 4 57 44 44 10 3 54 44 11 4 55 1,332 1,030 1,028 -14 58 54 57 63
神奈川県 0.90 589 656 652 24 15 11 19 15
新潟県 0.75 133 177 168 9 4 3 5 5
富山県 0.95 78 82 78 2 1 1 2 1
石川県 1.00 6 0 0 6 91 92 89 2 5 6 6 3
福井県 1.22 1 72 59 56 -1 2 4 0 2
山梨県 1.00 62 62 59 1 1 0 4 0
長野県 0.75 120 160 152 8 2 4 2 1
岐阜県 0.99 146 148 142 3 3 1 5 3
静岡県 0.87 241 278 268 10 6 6 7 6
愛知県 1.01 16 16 1 0 17 16 1 0 17 558 553 548 12 17 22 14 14
三重県 0.84 108 128 123 5 2 2 0 3
滋賀県 1.07 3 108 101 100 1 3 3 3 4
京都府 1.31 8 2 1 10 8 8 2 1 10 8 2 1 10 256 195 189 -4 11 10 12 10
大阪府 1.11 18 2 1 20 17 17 2 1 19 17 2 1 19 740 667 650 5 20 20 20 21
兵庫県 1.02 10 14 0 0 14 14 0 0 14 419 410 399 8 11 13 14 7
奈良県 1.13 7 0 0 7 3 7 0 0 7 7 0 0 7 114 101 96 0 4 0 5 7
和歌山県 1.04 3 8 0 0 8 8 0 0 8 77 74 69 1 4 8 3 0
鳥取県 1.06 2 46 44 42 0 2 1 3 3
島根県 0.79 42 54 51 2 0 0 0 0
岡山県 1.07 7 0 0 7 4 7 0 0 7 7 0 0 7 156 146 140 2 4 4 7 2
広島県 1.00 6 0 0 6 4 6 0 0 6 6 0 0 6 212 212 206 5 4 3 6 4
山口県 1.02 0 109 107 101 2 0 0 0 1
徳島県 1.24 1 73 59 55 -1 2 1 2 3
香川県 1.23 1 89 72 69 -1 2 1 1 3
愛媛県 1.18 7 0 0 7 4 7 0 0 7 7 0 0 7 125 107 101 0 5 3 7 4
高知県 1.06 1 59 56 52 1 1 2 0 1
福岡県 0.95 367 386 379 11 11 13 11 10
佐賀県 0.98 59 60 58 1 2 2 3 2
長崎県 1.02 2 105 103 97 2 2 2 3 1
熊本県 0.84 113 135 129 6 4 3 4 5
大分県 0.67 61 90 86 5 2 3 2 1
宮崎県 0.79 68 86 81 4 1 1 3 0
鹿児島県 0.78 97 124 117 6 2 3 2 1
沖縄県 0.83 85 102 103 5 3 2 2 5

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

耳鼻咽喉科
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去
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用
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医
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用
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北海道 0.97 370 382 389 13 12 14 10 11
青森県 1.08 2 102 94 94 2 2 2 1 2
岩手県 0.98 86 88 88 2 4 4 3 5
宮城県 0.76 123 162 169 10 4 3 5 3
秋田県 1.07 3 87 81 79 1 3 4 1 5
山形県 0.93 79 84 83 3 2 4 1 1
福島県 0.72 97 136 138 9 3 5 4 0
茨城県 0.65 124 190 197 14 4 7 2 4
栃木県 0.66 87 133 137 9 6 8 5 4
群馬県 0.85 122 144 148 7 3 3 4 3
埼玉県 0.71 301 422 447 29 6 7 7 4
千葉県 0.82 336 410 430 22 11 10 13 11
東京都 1.01 867 862 896 24 55 65 50 51
神奈川県 0.88 488 554 585 26 18 23 15 15
新潟県 0.57 95 167 167 13 1 1 0 2
富山県 0.76 58 77 78 4 2 1 3 1
石川県 0.94 75 80 82 3 5 6 5 4
福井県 0.93 51 55 56 2 2 2 3 0
山梨県 0.96 54 56 57 2 2 0 3 2
長野県 0.70 112 160 161 10 4 4 5 4
岐阜県 0.71 97 136 138 9 2 1 4 2
静岡県 0.81 209 258 264 14 6 8 8 2
愛知県 0.75 356 477 499 30 12 16 11 10
三重県 0.73 88 120 121 7 4 6 3 4
滋賀県 1.06 4 6 0 0 6 6 0 0 6 93 88 92 2 5 5 3 6
京都府 1.31 19 0 0 19 9 19 0 0 19 19 0 0 19 224 171 176 -2 12 13 5 19
大阪府 1.07 18 2 1 20 18 18 1 0 19 18 1 0 19 651 607 623 12 19 18 19 20
兵庫県 0.97 352 362 374 13 11 12 10 11
奈良県 1.09 3 98 90 92 2 3 4 3 2
和歌山県 0.92 65 70 68 2 3 5 3 2
鳥取県 1.00 3 42 41 41 1 3 4 4 2
島根県 0.93 49 53 52 2 1 0 0 2
岡山県 0.90 118 131 132 5 9 10 5 11
広島県 0.82 157 192 196 10 5 4 0 11
山口県 1.05 2 105 100 99 2 2 2 1 2
徳島県 1.13 2 64 57 57 1 2 3 1 2
香川県 1.34 1 96 71 72 -1 2 4 1 0
愛媛県 1.11 6 0 0 6 3 6 0 0 6 6 0 0 6 112 101 101 1 4 3 6 4
高知県 1.18 2 66 55 54 0 2 1 4 2
福岡県 1.01 342 338 352 10 14 18 9 15
佐賀県 0.98 54 56 56 2 1 2 0 2
長崎県 0.98 92 94 94 3 3 1 4 3
熊本県 1.07 4 6 0 0 6 6 0 0 6 136 127 128 2 4 6 4 2
大分県 1.03 1 87 85 85 2 1 0 1 2
宮崎県 0.92 73 80 80 3 2 1 3 1
鹿児島県 1.01 1 113 113 113 3 1 0 1 3
沖縄県 0.71 58 81 87 6 2 3 2 0

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

泌尿器科
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の
必
要
医
師
数
を
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る
た
め
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間
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成
数

過
去
3
年

採
用
数
平
均

2
0
2
0
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医
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用
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9
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北海道 1.03 419 407 428 12 10 8 11 12
青森県 0.51 54 105 107 9 2 2 3 0
岩手県 0.92 88 96 96 4 2 0 1 4
宮城県 0.67 110 164 173 12 6 5 4 9
秋田県 0.79 70 89 88 4 2 1 2 3
山形県 0.63 58 92 91 7 2 3 2 0
福島県 0.73 108 148 150 9 4 3 2 7
茨城県 0.83 173 209 221 11 2 2 4 1
栃木県 0.70 93 133 138 9 2 1 2 2
群馬県 0.64 97 151 157 12 2 2 1 2
埼玉県 0.69 315 460 507 37 9 13 8 7
千葉県 0.66 284 428 466 34 5 3 5 7
東京都 1.16 43 6 1 49 41 41 5 0 46 41 7 2 48 946 817 871 12 48 46 55 43
神奈川県 0.80 461 577 632 37 11 11 11 11
新潟県 0.67 121 181 183 13 3 5 4 0
富山県 0.79 65 83 85 5 1 1 0 1
石川県 0.89 76 85 89 4 3 3 4 2
福井県 0.93 55 59 60 2 2 2 2 1
山梨県 0.88 55 62 64 3 2 4 2 0
長野県 0.71 118 166 170 11 2 1 3 2
岐阜県 0.88 116 132 137 6 4 3 4 5
静岡県 0.80 219 275 288 16 3 4 3 3
愛知県 0.87 413 473 511 24 15 16 18 12
三重県 0.80 102 128 132 7 3 1 2 5
滋賀県 0.84 75 89 95 5 1 1 2 0
京都府 1.02 190 185 197 6 11 9 13 10
大阪府 1.01 603 598 641 21 18 20 19 15
兵庫県 0.87 334 386 411 20 9 15 8 4
奈良県 0.89 88 98 104 5 3 3 1 4
和歌山県 0.99 74 74 74 2 3 5 2 1
鳥取県 0.67 31 46 46 3 1 2 1 0
島根県 0.66 39 59 58 4 1 1 1 1
岡山県 0.99 14 0 0 14 141 143 147 4 11 14 4 14
広島県 0.94 194 207 217 9 3 3 3 3
山口県 0.90 102 113 114 5 0 1 0 0
徳島県 1.04 2 64 61 61 1 2 1 2 2
香川県 1.19 1 87 73 75 0 1 0 2 2
愛媛県 0.96 104 109 111 4 1 1 1 2
高知県 1.16 2 73 63 62 0 3 4 3 3
福岡県 1.04 368 355 378 10 14 12 15 16
佐賀県 0.98 66 68 69 2 1 1 2 1
長崎県 0.79 82 104 105 6 2 0 5 1
熊本県 0.76 105 137 140 8 5 4 5 5
大分県 0.90 83 93 95 4 1 1 0 1
宮崎県 0.76 66 86 88 5 1 1 3 0
鹿児島県 0.86 111 129 129 6 4 7 4 0
沖縄県 0.75 63 84 90 6 1 1 3 0

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

脳神経外科
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北海道 0.68 224 328 322 19 11 10 9 13
青森県 0.48 39 81 77 7 2 2 2 1
岩手県 0.59 46 77 73 5 1 0 1 1
宮城県 0.78 107 137 136 7 2 3 1 3
秋田県 0.54 36 67 63 5 2 3 0 2
山形県 0.80 56 70 67 3 1 2 1 0
福島県 0.67 77 115 111 7 3 3 2 4
茨城県 0.53 87 164 162 13 5 5 6 3
栃木県 0.78 89 114 113 6 3 2 5 3
群馬県 0.88 112 127 125 4 5 4 6 6
埼玉県 0.56 208 372 378 30 7 8 8 4
千葉県 0.61 213 351 354 26 5 5 7 4
東京都 1.27 38 7 2 45 36 36 5 3 41 36 7 5 43 1,005 788 798 -7 47 44 46 50
神奈川県 0.84 416 494 502 22 13 13 10 15
新潟県 0.69 97 140 135 8 2 2 1 3
富山県 0.91 59 65 63 2 0 0 0 0
石川県 1.38 6 0 0 6 2 6 0 0 6 6 0 0 6 95 69 68 -2 3 0 3 6
福井県 1.45 1 67 46 45 -2 2 4 0 2
山梨県 0.94 45 48 47 1 2 2 4 1
長野県 0.70 90 129 125 7 3 3 4 3
岐阜県 0.61 71 117 114 8 3 3 2 4
静岡県 0.67 149 220 217 13 2 1 3 3
愛知県 0.84 353 419 422 18 13 19 5 14
三重県 0.95 99 104 101 3 5 3 5 6
滋賀県 1.18 2 92 78 78 0 2 1 3 3
京都府 1.68 14 0 0 14 7 14 0 0 14 14 0 0 14 254 151 150 -10 11 10 14 9
大阪府 1.20 16 2 0 18 14 14 2 1 16 14 3 2 17 628 525 520 0 18 16 16 22
兵庫県 0.96 303 317 315 9 8 11 9 5
奈良県 1.45 3 6 0 0 6 6 0 0 6 114 78 77 -3 5 6 3 5
和歌山県 1.11 3 6 0 0 6 6 0 0 6 67 60 57 0 4 3 3 6
鳥取県 1.07 2 38 36 35 0 2 2 2 1
島根県 1.16 2 51 44 42 0 2 3 1 3
岡山県 1.46 9 0 0 9 4 9 0 0 9 9 0 0 9 168 116 113 -4 6 4 6 9
広島県 0.88 149 169 167 6 6 5 10 3
山口県 1.06 1 91 86 82 1 1 3 0 0
徳島県 1.49 2 69 46 44 -2 3 1 4 4
香川県 1.14 1 68 60 58 0 1 1 0 2
愛媛県 1.48 3 128 86 83 -3 4 3 5 5
高知県 1.08 1 50 46 44 0 1 2 1 1
福岡県 1.23 15 0 0 15 9 15 0 0 15 15 0 0 15 375 305 306 -1 12 13 8 15
佐賀県 1.23 1 59 48 47 0 1 1 1 2
長崎県 1.18 4 98 84 80 0 5 4 5 5
熊本県 1.28 3 139 108 105 -2 4 5 3 3
大分県 1.10 2 80 73 70 1 2 3 1 2
宮崎県 1.06 2 73 69 67 1 2 4 0 1
鹿児島県 1.00 99 100 95 2 4 5 6 1
沖縄県 0.87 66 76 78 3 1 0 2 2

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

放射線科
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北海道 1.21 21 2 1 23 20 20 3 1 23 20 3 1 23 568 470 460 -1 25 23 29 22
青森県 0.67 78 116 111 7 3 4 2 3
岩手県 0.57 63 110 105 8 2 1 0 4
宮城県 0.88 172 195 193 8 5 4 6 5
秋田県 0.56 53 96 89 7 3 3 3 3
山形県 0.64 64 100 95 6 2 0 3 2
福島県 0.67 111 165 158 10 5 3 3 10
茨城県 0.70 165 236 233 14 8 7 8 10
栃木県 0.92 151 164 162 5 6 7 3 7
群馬県 0.90 159 177 174 7 7 9 5 6
埼玉県 0.70 384 549 558 35 16 21 16 11
千葉県 0.67 338 503 508 34 14 21 14 7
東京都 1.25 85 10 5 95 75 75 4 0 79 75 15 10 90 1,408 1,129 1,138 -7 96 79 103 105
神奈川県 0.94 668 712 722 24 32 40 29 28
新潟県 0.57 115 201 193 15 6 7 4 7
富山県 0.99 7 0 0 7 93 94 91 2 5 5 3 7
石川県 1.00 99 99 98 3 6 8 7 4
福井県 0.80 54 67 65 3 2 2 3 2
山梨県 0.97 67 69 67 2 3 1 2 5
長野県 0.83 153 184 178 8 3 3 1 4
岐阜県 0.56 94 169 164 13 6 7 6 5
静岡県 0.67 211 315 310 20 7 12 6 4
愛知県 0.81 484 599 603 28 28 29 26 30
三重県 0.51 76 150 146 12 6 4 7 6
滋賀県 0.90 101 111 112 4 4 1 7 5
京都府 1.17 13 1 0 14 11 11 1 1 12 11 2 2 13 256 219 217 0 14 11 13 19
大阪府 1.07 32 2 1 34 30 30 2 1 32 30 2 1 32 802 748 740 11 35 32 38 34
兵庫県 1.00 456 457 453 11 25 20 30 24
奈良県 0.84 96 115 112 5 4 5 2 4
和歌山県 0.83 72 86 82 3 2 1 3 1
鳥取県 1.00 51 51 49 1 2 2 2 3
島根県 1.36 1 84 62 59 -2 2 2 3 2
岡山県 1.21 16 2 1 18 14 14 2 1 16 14 3 2 17 199 165 162 0 17 11 18 21
広島県 0.93 225 242 239 8 9 12 7 9
山口県 0.86 105 123 117 5 3 3 2 4
徳島県 1.02 3 6 0 0 6 6 0 0 6 67 66 63 1 4 0 6 6
香川県 1.12 2 95 85 82 0 2 0 0 5
愛媛県 0.85 105 123 119 5 5 5 3 6
高知県 1.11 2 73 66 62 0 2 4 0 3
福岡県 1.10 23 2 1 25 20 17 0 0 17 20 4 3 24 479 435 435 5 24 17 31 24
佐賀県 1.07 6 0 0 6 3 6 0 0 6 6 0 0 6 74 69 67 1 4 1 6 5
長崎県 1.02 5 6 0 0 6 6 0 0 6 122 119 114 2 6 6 6 6
熊本県 1.04 6 0 0 6 5 6 0 0 6 6 0 0 6 158 152 148 3 5 5 6 4
大分県 0.99 102 103 100 3 2 2 3 1
宮崎県 0.88 86 97 94 3 2 3 1 3
鹿児島県 0.97 137 141 135 3 4 5 5 2
沖縄県 1.13 8 0 0 8 5 8 0 0 8 8 0 0 8 123 108 111 1 6 2 8 7

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

麻酔科
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北海道 0.71 127 179 183 11 5 1 9 4
青森県 0.47 22 46 45 4 1 0 3 0
岩手県 0.64 27 43 42 3 2 3 2 1
宮城県 1.00 73 73 75 2 2 2 2 2
秋田県 0.28 11 38 37 4 0 0 0 0
山形県 0.41 16 40 39 4 0 0 0
福島県 0.61 39 64 63 5 1 1 0 2
茨城県 0.50 44 88 91 8 2 3 3 0
栃木県 0.77 46 60 61 3 5 6 4 5
群馬県 0.44 30 67 68 6 0 0 0
埼玉県 0.72 143 200 213 14 8 10 10 5
千葉県 0.80 150 186 196 10 11 12 15 5
東京都 2.00 36 6 3 42 30 30 8 4 38 30 10 6 40 791 395 410 -36 47 42 48 50
神奈川県 1.05 270 258 273 7 17 23 17 12
新潟県 0.44 34 78 77 7 2 4 2 1
富山県 0.59 21 36 36 3 0 0 0
石川県 1.08 4 6 0 0 6 6 0 0 6 40 37 38 1 5 6 5 4
福井県 0.48 12 25 25 2 1 2 0 0
山梨県 0.57 15 27 27 2 1 2 0 0
長野県 1.04 3 74 71 71 1 3 5 0 4
岐阜県 0.39 24 62 63 6 0 0 0
静岡県 0.83 99 119 122 5 4 5 5 3
愛知県 0.67 143 215 225 16 8 12 6 5
三重県 0.27 16 57 57 6 0 0 0
滋賀県 0.77 31 40 42 2 0 0 0
京都府 0.97 8 0 0 8 80 82 85 3 8 8 7 8
大阪府 1.16 16 1 0 17 15 15 2 1 17 15 2 1 17 317 273 282 3 18 17 19 18
兵庫県 1.05 10 13 0 0 13 13 0 0 13 179 171 177 4 11 13 9 10
奈良県 0.70 30 43 44 3 2 1 1 3
和歌山県 0.52 17 33 32 3 1 0 1 2
鳥取県 0.36 7 20 20 2 1 1 0
島根県 0.63 15 25 24 2 0 0 0
岡山県 1.17 4 7 0 0 7 7 0 0 7 74 63 64 0 5 7 5 4
広島県 0.58 53 92 94 7 1 2 1 1
山口県 0.32 16 48 48 5 0 0 0 0
徳島県 1.04 2 27 26 25 1 2 1 1 3
香川県 1.04 1 34 32 32 1 1 2 1 0
愛媛県 0.75 36 48 47 3 1 3 1 0
高知県 0.92 24 27 26 1 0 0 0 1
福岡県 1.13 7 0 0 7 5 7 0 0 7 7 0 0 7 181 160 166 2 6 7 7 3
佐賀県 0.70 19 27 27 2 2 2 1 2
長崎県 1.16 4 53 46 45 1 5 5 5 4
熊本県 0.51 30 59 59 5 0 0 0
大分県 0.85 35 41 41 2 1 2 1 0
宮崎県 0.52 20 38 37 3 0 0 0
鹿児島県 0.51 28 55 54 5 1 1 0
沖縄県 0.98 38 39 41 1 2 4 2 1

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

形成外科
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北海道 0.86 102 119 120 5 3 3 4 3
青森県 0.38 11 30 30 3 1 2 0 0
岩手県 0.61 17 29 28 2 0 0 0 0
宮城県 1.21 1 60 49 50 0 1 0 1 1
秋田県 0.91 23 25 24 1 0 0 0 0
山形県 0.49 13 26 25 2 0 0 1 0
福島県 0.32 13 42 41 4 0 0 0 0
茨城県 0.51 31 60 61 5 2 2 2 1
栃木県 0.83 34 41 41 2 0 0 0 1
群馬県 0.98 43 44 44 1 1 1 0 3
埼玉県 0.68 92 136 143 9 3 4 3 1
千葉県 0.90 114 127 132 5 3 1 3 5
東京都 1.37 17 3 1 20 16 16 4 1 20 16 4 1 20 361 264 273 -5 21 20 21 21
神奈川県 0.93 161 174 182 6 5 6 4 4
新潟県 0.61 31 52 51 4 1 0 1 1
富山県 0.87 21 24 24 1 0 0 0
石川県 1.00 25 25 25 1 1 0 2 1
福井県 0.97 16 17 17 0 0 0 0
山梨県 1.32 0 24 18 18 0 0 0 0
長野県 0.72 34 47 47 3 1 2 1 0
岐阜県 0.45 19 42 42 4 1 1 0 1
静岡県 0.97 77 79 80 2 1 2 1 0
愛知県 0.96 140 145 151 5 5 4 7 4
三重県 0.66 25 38 38 2 1 0 2 0
滋賀県 0.87 24 27 28 1 0 0 0 0
京都府 1.23 2 67 54 56 0 2 4 0 2
大阪府 1.18 3 217 183 188 1 3 4 1 4
兵庫県 0.98 111 114 117 3 6 8 6 5
奈良県 1.28 0 36 28 29 0 0 0 0 0
和歌山県 1.45 2 6 0 0 6 6 0 0 6 31 21 21 -1 3 6 1 3
鳥取県 1.31 0 17 13 13 0 0 0 0 0
島根県 1.71 1 28 16 16 -1 1 2 0 0
岡山県 1.46 0 61 42 42 -2 1 1 0 1
広島県 0.95 58 61 62 2 3 3 4 2
山口県 1.01 0 32 32 31 1 0 0 0 0
徳島県 1.31 1 22 17 17 0 1 0 1 2
香川県 0.68 15 21 21 1 0 0 0 0
愛媛県 1.16 0 36 31 31 0 0 0 0 0
高知県 0.96 17 17 17 0 0 0 0 0
福岡県 1.17 3 126 107 110 1 3 3 1 4
佐賀県 0.83 15 18 18 1 1 1 0 1
長崎県 0.70 21 31 30 2 0 0 0
熊本県 0.84 33 40 39 2 0 1 0 0
大分県 0.78 21 27 26 1 0 0 0 0
宮崎県 0.57 14 25 25 2 0 0 0 0
鹿児島県 1.44 1 53 37 36 -1 2 2 2 2
沖縄県 1.35 1 36 26 28 0 1 0 0 2

2018年2020年シーリング 昨年通りの計算をした場合
2021年シーリング

（3月27日理事会決定）

日本専門医機構資料

リハビリテーション科
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キャリア形成プログラム
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【キャリア形成プログラム目次】 
 

基本領域  基幹施設  名称  ⾴ 
 

⾼知⼤学医学部附属病院  

消化器専⾨医をめざす内科プログラム  1 
  内分泌代謝、糖尿病、腎臓、リウマチ膠原病専⾨医を⽬指して  2 
  呼吸器   アレルギー専⾨医をめざす内科プログラム  4 
  ⾎液内科専⾨医を⽬指す内科プログラム 5 
  循環器専⾨医プログラム ⽼年病専⾨医へとシームレスな内科専⾨研修プログラム    6 
内科 脳神経内科専⾨医  7 
  ⾼知⾚⼗字病院  内科専⾨医を⽬指して  8 
 

⾼知医療センター  

消化器内科専⾨医をめざそう  9 
  内科系サブスペシャルティの取得をめざそう  10 
  社会に貢献できる糖尿病・内分泌代謝専⾨医の取得をめざす  12 
  社会に貢献できる⽇本循環器学会専⾨医の取得をめざす 14 
  近森病院  近森病院内科専⾨研修プログラム（サブスペシャルティ循環器専⾨医 コースの⼀例）  16 

⼩児科  
⾼知⼤学医学部附属病院  ⾼知県⼩児科医養成プログラム  18 
⾼知医療センター ⼩児科専⾨研修プログラム 20 

⽪膚科  ⾼知⼤学医学部附属病院  ⽪膚科専⾨医プログラム  21 
精神科  ⾼知⼤学医学部附属病院  精神科専⾨医を⽬指して  22 

外科  ⾼知⼤学医学部附属病院  

⼀般外科・消化器外科研修プログラム  23 
⼩児外科専⾨医をめざして  24 
『⾼知家』外科専⾨研修プログラム   （⼼臓⾎管外科専⾨医）  25 
『⾼知家』外科専⾨研修プログラム   （呼吸器外科専⾨医)  26 

 
整形外科  

⾼知⼤学医学部附属病院  整形外科専⾨医取得プログラム  27 
近森病院  近森病院整形外科専⾨研修プログラム  28 

 
産婦⼈科  

⾼知⼤学医学部附属病院  ⾼知⼤学産婦⼈科専⾨研修プログラム  29 
⾼知医療センター  産婦⼈科専⾨医およびサブスペシャルティ取得に向けたプログラム  30 

眼科  ⾼知⼤学医学部附属病院  眼科専⾨医をめざして  31 
⽿⿐咽喉科  ⾼知⼤学医学部附属病院  ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科  32 
泌尿器科  ⾼知⼤学医学部附属病院  泌尿器科専⾨医をめざして  33 
脳神経外科  ⾼知⼤学医学部附属病院  脳神経外科専⾨医取得プログラム  34 
放射線科  ⾼知⼤学医学部附属病院  ⾼知⼤学医学部附属病院放射線科専⾨研修プログラム  35 
⿇酔科  ⾼知⼤学医学部附属病院  ⿇酔科領域キャリア形成⽀援プログラム  36 

救急科  

⾼知⼤学医学部附属病院  ⾼知⼤学医学部附属病院救急科専⾨研修プログラム  37 
⾼知医療センター  救急科専⾨医を⽬指そう  38 
⾼知⾚⼗字病院  救急科専⾨医を⽬指して  39 
近森病院  近森病院救急科専⾨研修プログラム  40 

病理  ⾼知⼤学医学部附属病院  ⾼知県・⾼知⼤学医学部病理研修プログラム  41 
臨床検査  ⾼知⼤学医学部附属病院  臨床検査専⾨医の取得  42 
形成外科  ⾼知⼤学医学部附属病院  附属病院形成外科専⾨研修プログラム  43 
総合診療  ⾼知⼤学医学部附属病院  あらゆる場所で活躍する総合診療専⾨医に！  44 
    幅広いキャリアのための地域医療先⾏型プログラム  46 
⼩児科・精神科 ⾼知⼤学医学部附属病院 「⼦どものこころ専⾨医」を⽬指して 47 
リハビリテーション科 ⾼知⼤学医学部附属病院 リハビリテーション専⾨医養成プログラム 49 
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高知県医師確保計画の概要

２ 本県の医師数等の状況

若手医師の減少 地域による偏在 診療科による偏在
中央医療圏以外では減少 産婦人科、外科が減少

３ 医師偏在指標と目標医師数、医師確保の方針

１ 基本的事項 ○計画策定の趣旨：全国的な医師の偏在を是正するため、医療法に基づき各都道府県が医療計画の一部として医師確保計画を策定。あわせて、産科、小児科については個別計画として策定。
○計画期間：令和２～5年度（4年間）　＊次期（R6∼)計画以降は3年ごとに見直し

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

○県全体、中央医療圏は医師多数（上位１/３以内）に該当。
○高幡、幡多医療圏は医師少数（下位１/３以内）に該当。
○安芸医療圏は中間に位置する。

○県全体については、現状の医師数の維持を基本とし、奨学金
　の貸与や若手医師のキャリア形成支援など、既存の医師確保
　対策を継続して実施。
○医師少数区域（高幡・幡多医療圏）については、現状の医師
　数が2023年度末に下位1/3を脱するために要する医師数を上
　回っているため、現状の医師数の維持を基本とし、医師多数
　区域からの医師派遣等を推進。
○中央、安芸医療圏内に医師少数スポット（少数区域と同様に
　扱うことができる地域）を指定し、奨学金受給医師の配置等
　の医師確保対策を実施。

４  目標医師数を達成するための施策

１　長期的な取組 
　①　高知大学医学生の卒業後の県内定着の促進 
　②　若手医師にとって魅力あるキャリア形成環境
　　　の充実 
　③　へき地医療を支える医療従事者の確保 
２　短期的な取組 
　①　県外からの医師の招へい及び赴任医師に対す
　　　る支援（継続事業） 
　②　県外からの医師の招へいに向けた情報発信及
　　　び勧誘活動（継続事業） 
　③　医師の確保が困難な地域にある医療機関への
　　　支援 
３　勤務環境改善への支援 

５ 産科・小児科における医師確保計画

人口あたりの医師数は多い
この16年間で24％減少

＜産科＞ ＜小児科＞
○県全体は、相対的医師少数に該当。
○高幡については、分娩取扱施設がない状況。

○関係機関による機能分担と連携を行いながら
　県全体の周産期医療提供体制の維持に必要な
　産科医師確保対策を推進。

＜目標医師数を達成するための施策＞
　①奨学金の加算貸与や資格取得等への助成
　②県外からの即戦力医師の招へい（継続事業）
　③分娩手当に対する助成

○県全体、小児医療圏のいずれも相対的医師少数に
　該当しない。

○小児救急医療に従事する医師を含む小児科医師の
　労働環境を鑑み、小児救急医療の適切な受診を促
　す啓発事業等も行いながら、小児医療提供体制の
　維持に向けて必要な医師確保対策を推進。

＜目標医師数を達成するための施策＞
　①奨学金の加算貸与や資格取得等への助成
　②県外からの即戦力医師の招へい（継続事業）
　③こうちこども救急ダイヤル（＃8000）の利用
　　啓発、適正受診の広報 

６ 計画の評価と進行管理

＜推進体制＞
主な取り組みの主体となる以下
の組織・団体や高知大学、医師
会、医療機関等と連携して、左
記の施策を推進。

○高知県医療審議会医療従事者
　確保推進部会（高知県地域医　
　療対策協議会）

○(一社）高知医療再生機構

○高知地域医療支援センター

○高知県医療勤務環境改善支援
　センター

　　　＜評価及び進行管理＞

　・高知県医療審議会医療従事者
　　確保推進部会
　・高知県周産期医療協議会
　・高知県小児医療体制検討会議

　　　　
　　　　高知県医療審議会

報告

一方で次の3つ
の偏在がある

圏域
医師偏在

指標
全国順位

区域

設定

2018年

医療施設

従事医師

数

2023年度

末に下位

1/3を脱

するため

に必要な

医師数

本計画に

おける目

標医師数

全国平均 239.8 － － ー ー ー

高知県 256.4 12/47 多数 2,237 ー ー

安芸 171.7 186/335 ー 97 － ー

中央 291.3 33/335 多数 1,880 ー ー

高幡 159.4 232/335 少数 91 68 91 

幡多 157.8 236/335 少数 169 150 169 

小児医療圏 医師偏在
指標 全国順位 相対的

医師少数
2018年
医師数

本計画における
目標医師数

高知県 130.5 4/47 非該当 106 110
　安芸 231.8 3/307 非該当 4 4
　中央 118.6 69/307 非該当 84 88
　高幡 137.6 28/307 非該当 4 4
　幡多 185.8 5/307 非該当 14 14

周産期
医療圏

医師偏在
指標 全国順位 相対的

医師少数
2018年
医師数

本計画における
目標医師数

高知県 10.6 38/47 該当 60 62

　安芸 11.5 122/284 非該当 2 3
　中央 10.5 149/284 非該当 52 52
　高幡 ー ー ー 0 1
　幡多 11.0 132/284 非該当 6 6

442428
テキストボックス
資料５
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

医師確保計画

　保健医療計画 第7期 第８期 第９期
医
師
偏
在
解
消
目
標
年

第7期 第8期(前期） 第8期(後期） 第9期(前期） 第9期(後期）

（図表 1-１）

第１章 基本的事項

１ 計画策定の趣旨
医師の偏在は、地域間、診療科間のそれぞれにおいて、長きにわたり課題として認識

されながら、現時点においても解消が図られていません。

平成 20 年度以降、地域枠を中心とした全国的な医師数の増加等が行われてきました
が、医師偏在対策が十分図られなければ、地域や診療科といったミクロの領域での医師
不足の解消にはつながりません。
このため、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」において、早急に対

応する必要のある実効的な医師偏在対策について検討が行われ、平成 29 年 12 月に第２
次中間取りまとめがなされました。平成 30 年３月には、この取りまとめで示された具
体的な医師偏在対策について、「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」（以下「改
正法」という。）が第 196 回通常国会に提出され、同年７月に成立しました。

改正法に基づき、国において全国ベースで三次医療圏ごと及び二次医療圏ごとの医師
の多寡を統一的、これまでより客観的に比較・評価した指標（以下「医師偏在指標」と
いう。）が算定され、都道府県においては、三次医療圏間及び二次医療圏間の偏在是正
に資する医師確保対策等を、医療計画の中に新たに「医師確保計画」として平成 31 年
度中に策定することとなりました。

２ 計画の位置づけ
医療法第 30 条の４の医療計画に定める事項の規定に基づき「第７期高知県保健医療

計画」の一部（別冊）として位置づけます。
また、「日本一の健康長寿県構想」等の県が策定する各種構想や計画との整合性の確

保を図ります。

３ 計画の期間
高知県保健医療計画（第 7 期）に合わせ、令和２年度から令和５年度までの 4 年間と

します。
令和６年度以降は、医師偏在解消の目標年である令和 18 年度までの間に、3 年ごとに見

直しを行い、本県における医師の偏在の解消をめざします。
計画の期間
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（図表 1-２）

４ 計画の全体像
本計画では、厚生労働省令に基づき算出した「医師偏在指標」に基づき、県内の二次

医療圏を「医師少数区域」、「医師多数区域」として設定し、それぞれの「医師確保の
方針」と「目標医師数」を定めたうえで、「医師確保に向けた取組」を記載します。
あわせて、産科及び小児科については、政策医療の観点、医師の長時間労働となる傾

向、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、全診療科を対象とした「医
師確保計画」に加え、個別計画として策定します。

５ 計画の対象区域
計画の対象となる区域は、県全体及び県内の二次医療圏・周産期医療圏・小児医療圏

を計画の区域とします。

安芸医療圏

中央医療圏

高幡医療圏

幡多医療圏

・本計画のうち、産科・小児科にお

ける医師確保計画においては、周

産期医療の提供体制に係る圏域を

「周産期医療圏」と、小児医療の

提供体制に係る圏域を「小児医療

圏」と言います。

・本県の４つの二次医療圏はそれぞ

れ、「周産期医療圏」及び「小児

医療圏」と合致します。

本計画における対象区域
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６ 計画の策定
本計画の策定にあたっては、医師会、高知大学、高知医療再生機構、医療機関、病院

団体、市町村等の代表者で構成する地域医療対策協議会（高知県医療審議会医療従事者
確保推進部会）のほか、周産期医療協議会、小児医療体制検討会議において必要な協議
を行うとともに、パブリックコメントを実施して広く県民からも意見を伺いながら計画
案をとりまとめました。
また、本計画は、高知県保健医療計画の一部として位置づけられることから、高知県

医療審議会に計画の策定について諮問し、その答申を踏まえて策定しました。
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（図表２-１）

（図表２-２）

第２章 本県の医師数等の状況

１ 医療施設従事医師数の推移
本県の医療機関に従事する医師の数は、平成 30 年末で 2,237 人となり平成 14 年から

143 人増加しています。人口 10 万人当たりの医師数でみても年々増加しており、平成
30 年末では 316.9 人で全国第３位となっています。

しかしながら、年齢、地域及び診療科目ごとの医師数に着目すると、それぞれ大きな
偏在があり、あわせて、人口 10 万人あたり病床数が全国で最も多いことを背景に、病
院病床あたり医師数は少ない状況にあり結果として地域の中核的な病院において医師不
足の声が生じています。

一方、女性医師も増加しており、出産や育児等のライフステージに応じた多様な働き
方への支援が必要となります。

高知県の医療機関に従事する医師数 単位：人

年 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

医師総数 2,094 2,099 2,077 2,100 2,095 2,136 2,162 2,206 2,237

うち男性 1,771 1,770 1,728 1,719 1,692 1,730 1,734 1,742 1,759

うち女性 323 329 349 381 403 406 428 464 478

人口 10 万人

当たりの医師数
258.5 261.4 263.2 271.7 274.1 284.0 293.0 306.0 316.9

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）
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医師の年齢構成をみると、平成 14 年には全体の 20％だった 60 歳以上の医師が平成
30 年には全体の 3割超を占める一方、40 歳未満の医師は 36％から 25％に減少し、医師
が高齢化している状況にあります。

平成 14 年から平成 30 年までの 16 年間における 40 歳未満の若手医師数は、平成 20 年
度以降の医学部の臨時定員増などにより国全体では微増となっていますが、東京都は約
28％も増加しています。
一方、本県においては、平成 14 年に 750 人いた若手医師が、平成 26 年には 517 人

（31％減）と年々減少し、平成 28 年以降は増加に転じ平成 30 年には 570 人まで回復し
ているものの、平成 14 年と比較すると 24％の減少となっています。
このことから、首都圏などの都市部に若手医師が集まる一方で、地方では若手医師が

減少していることが分かります。

年 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30
高知県 750 694 651 600 551 533 517 552 570
全国 90,292 89,817 90,598 90,596 90,710 91,229 91,293 92,603 93,886
東京都 12,165 13,009 13,184 14,027 14,684 15,053 15,377 15,265 15,523

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

36% 33% 31% 29% 26% 25% 24% 25% 25%

45% 47% 48% 50% 50% 49% 49% 47% 44%

20% 21% 20% 21% 24% 26% 27% 28% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

40

42

44

46

48

50

52

54

医師の年齢構成の推移（高知県）

40歳未満 40～59歳 60歳以上 平均年齢 平均年齢（全国）

歳

単位：人

出典：病院報告（厚生労働省）

人 （図表２-３）

（図表２-４）

（図表２-５）医療機関に従事する 40 歳未満の医師数
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２ 二次医療圏ごとの医師数の状況
二次医療圏ごとの推移（H14 年～H30 年）を見ると、中央医療圏が 11.6％増加する一

方、その他の医療圏ではそれぞれ減少し、県中央部への一極集中が加速しています。
また、中央医療圏の中でも、高知市及び南国市を除く地域では 19％減となっており、

医療圏内での偏在も顕著になっています。

構成比 対H28増減

県計 2,094 2,099 2,074 2,100 2,095 2,136 2,162 2,206 2,237 100.0% 31

安芸 101 104 91 86 88 91 90 95 97 4.3% 2

中央 1,685 1,683 1,711 1,741 1,749 1,776 1,811 1,860 1,880 84.0% 20
(高知市・
南国市）

1,416 1,428 1,468 1,496 1,511 1,551 1,580 1,636 1,662 74.3% 26

高幡 104 105 90 93 85 88 83 81 91 4.1% 10

幡多 204 207 182 180 173 181 178 170 169 7.6% -1

H30年 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

二次医療圏ごとの医師数 単位：人

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

（図表２-６）

（図表２-７）

（図表２-８）

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）
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10 万人あたり医師数でみると、中央を除く 3 つの二次医療圏では全国値を下回る状
況にあり、加えて、中央医療圏の中でも高知市・南国市を除く地域では全国値を大き
く下回っています。

３ 初期臨床研修医の状況
これまで県と関係機関が進めてきた医師確保の取組などにより、近年の初期臨床研修

医の採用数は増加傾向となり、令和元年度に県内で採用された１年目の初期臨床研修医
は 62 名になりました。

４ 専攻医等の状況
初期臨床研修修了者の県内の採用数については、平成 27 年度以降、毎年 40 人前後で

推移するようになりました。

県内の初期臨床研修医採用者数の推移

出典：高知県臨床研修連絡協議会

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）

単位：人

人
（図表２-９）

（図表２-10）



- 10 -

基

本

領

域

内

科

小

児

科

外

科

整

形

外

科

産

婦

人

科

救

急

科

皮

膚

科

精

神

科

眼

科

耳

鼻

咽

喉

科

泌

尿

器

科

脳

神

経

外

科

放

射

線

科

麻

酔

科

病

理

科

臨

床

検

査

科

形

成

外

科

リ

ハ

ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン

科

総

合

診

療

科

合
計

H30 8 2 1 5 3 3 2 5 3 1 2 3 1 4 1 0 1 0 5 50
R1 16 0 3 2 2 2 0 3 0 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 37

18

34
27 25 25

21
28

40 39
30

23 23

1 3 4
3

6

4 5

11 26

16

16

11

9 7 7 15

11

5 8 15

10

15
53%

76% 76%
80% 81%

62%

76%

90%
85%

73%

83%

72%

0

10

20

30

40

50

60

70

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

0%

20%

40%

60%

80%

100%
県内（その他） 県内（奨学金受給者） 県外 県内定着率

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

貸与

学生数

償還期間

内医師数

しかしながら、県内の初期臨床研修医が引き続き県内医療機関で働く割合は 7 割から
8 割程度にとどまり、また、平成 30 年度に開始された新専門医制度での専攻医登録者数
は、年によって大きく変動しています。

医学生の卒業後の県内定着促進に向けて創設した奨学貸付金を受給する医学生は、
平成 27 年度以降には 180 名程度で定常状態となり、本制度の継続により令和７年以
降、償還期間内の医師が 300 名を超えると推計され、将来的には一定数の若手医師が
確保できる見通しが立ってきました。

県内初期臨床研修医の進路

診療科別の専攻医採用数（H30∼）

出典：高知県健康政策部調べ

医師養成奨学金受給学生・償還期間内医師数の推計

出典：高知県健康政策部推計（毎年度の新規貸与者を 35 名で推計）

出典：高知県健康政策部調べ

人

単位：人

（図表２-11）

（図表２-12）

（図表２-13）
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５ 診療科別医師数の推移
県の医師養成奨学貸付金で加算制度を設けている特定の診療科目（小児科、産科・産

婦人科、脳神経外科、麻酔科）における本県の医師数の推移を全国と比べると、全国の
増加率とのかい離はあるものの、ここ数年は増加傾向に転じています。しかしながら、
産科・産婦人科については、平成 10 年から約 13％減少したことに加え、外科が約 17％
減と全国以上に減少しており、医師不足は依然として深刻な状況にあります。
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

診療科別医師数（H10～H30） 単位：人（図表２-14）
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

６ 将来の人口推計と医療需要の状況
（１） 県全体

県全体の人口は平成 29 年から令和 18 年にかけ 2 割程度減少しますが、高齢化による
医療需要の増により、県全体の医療需要は人口減よりも緩やかに減少していきます。

将来人口 医療需要

※医療需要は全国における性年齢階級別受療率と当該地域の性年齢別人口を乗じた数値であり、

マクロ需給推計の考え方と異なる方法で算出されています。

（２） 二次医療圏
① 安芸医療圏

高齢化による医療需要の増よりも、人口減少に伴う医療需要の減の方が大きいため、
安芸医療圏全体の医療需要は減少していきます。

医療需要将来人口

※外科計は 11 ページの外科計の医師数

（図表２-15）

（図表２-16）

（図表２-17）

H29 R5 R18 H29 R5 R18

H29 R5 R18 H29 R5 R18
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② 中央医療圏
人口は減少していきますが、高齢化に伴う医療需要の増により、中央医療圏全体の医

療需要はわずかに増加していきます。

将来人口 医療需要

③ 高幡医療圏
高齢化による医療需要の増よりも、人口減少に伴う医療需要の減の方が大きいため、

高幡医療圏全体の医療需要は減少していきます。

将来人口 医療需要

④ 幡多医療圏
高齢化による医療需要の増よりも、人口減少に伴う医療需要の減の方が大きいため、

幡多医療圏全体の医療需要は減少していきます。

将来人口 医療需要

出典：厚生労働省

（図表２-18）

（図表２-19）

（図表２-20）

H29 R5 R18 H29 R5 R18

H29 R5 R18

H29 R5 R18

H29 R5 R18

H29 R5 R18
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第３章 医師偏在指標及び区域の設定

１ 医師偏在指標
これまで、地域ごとの医師数の比較には人口 10 万人対医師数が一般的に用いられて

きましたが、これは地域ごとの医療ニーズや人口構成等を反映しておらず、医師数の多
寡を統一的・客観的に把握するための「ものさし」としての役割を十分に果たしていな
いとのことから、国において、全国ベースで医師の多寡を統一的、これまでより客観的
に比較・評価する指標として、医療需要、人口・人口構成とその変化、患者の流出入、
医師の性別・年齢分布等の要素を考慮した医師偏在指標を設定することとなりました。

（１） 医師偏在指標の算出方法
標準化医師数(※１)

地域の人口（10 万人）×地域の標準化受療率比(※２)

性・年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

地域の期待受療率(※３)

全国の期待受療率

地域の入院医療需要(※４)＋地域の無床診療所医療需要（※５）

地域の人口

(※４)地域の入院医療需要＝ （Σ 全国の性・年齢階級別入院受療率×地域の性・年齢階級

別人口） × 地域の入院患者流出入調整係数

(※５)地域の無床診療所医療需要＝ （Σ 全国の性・年齢階級別無床診療所受療率×地域の性

・年齢階級別人口）×無床診療所医療医師需要度(※6)

× 地域の無床診療所患者流出入調整係数

マクロ需給推計における外来医師需要

全国の無床診療所外来患者数(※7)

マクロ需給推計における入院医師需要

全国の入院患者数

初診・再診・在宅医療算定回数［無床診療所］

初診・再診・在宅医療算定回数［有床診療所・無床診療所］

(※６)無床診療所医療医師需要度＝

(※７)全国の無床診療所外来患者数= 全国の外来患者数

×

医師偏在指標 ＝

(※１)標準化医師数＝ Σ 性・年齢階級別医師数×

(※２)地域の標準化受療率比＝

(※３)地域の期待受療率＝
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（２） 本県の状況
厚生労働省が算出し公表した医師偏在指標では、本県の医師偏在指標は 256.4 となっ

ており、上位 1/3 の範囲内に位置しています。
二次医療圏別では、中央医療圏が上位 1/3 の範囲内に位置し、高幡が 159.4、幡多が

157.8 でそれぞれ下位 1/3 の範囲内、安芸が 171.7 で中間に位置しています。なお、医
師偏在指標に使用された医師数については、平成 28 年の数値となっています。
医師偏在指標等は、医師の年齢や年齢ごとの勤務時間が反映されており、単純な人口

比より一定精度が高いものと評価できますが、全国一律の基準で機械的に算出されたも
のであり、本県のように県土が広く東西に長いうえに中山間地域が多いなどの地理的な
要因やそれに伴う医療機関へのアクセス性などが考慮されていません。また、今後、医
師の働き方改革を進めるうえで必要な医師数も考慮されていないことから、さらなる精
度の向上が求められます。このため、今後、人口や医療需要が減少していく中で、県民
が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、それぞれの地域の実情に応じた医
師の確保が必要であることは言うまでもありません。

＜国が公表した医師偏在指標等＞

≪偏在指標≫

【大】 【小】

201.2 162.2

中
央
▼

291.3

安
芸
▼

高
幡
▼

159.4  157.8171.7

幡
多
▼

医師多数（上位1/3） 医師少数（下位1/3）

R5年度末に下位
1/3を脱するために

必要な医師数

医師偏在指標の
全国平均値に達

する医師数

医師需要マクロ推計
によりR18年度末に
必要とされる医師数

全国平均 － 239.8 － － － －
高知県 12/47 256.4 2,237 － － 1,857 
　安芸 185/335 171.7 97 － 105 91 
　中央 33/335 291.3 1,880 － － 1,467 
　高幡 231/335 159.4 91 68 101 92 
　幡多 236/335 157.8 169 150 223 213 

参考値

医療圏 順位 医師偏在指標 H30年
医師数

医師偏在指標における本県の相対的位置

二次医療圏別の状況

（図表３-1）

（図表３-２）

（図表３-３）
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２ 医師少数区域・医師多数区域の設定
各都道府県においては、医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を進めるよ

う、医師偏在指標を用いて医師少数区域及び医師多数区域を設定し、これらの区域分類
に応じて具体的な医師確保対策を実施することになります。
法令等に基づき、医師偏在指標を用いて、国は都道府県を、都道府県は二次医療圏を

医師少数区域及び医師多数区域として定めます。
本県では、医師偏在指標に基づき、中央医療圏を医師多数区域、高幡及び幡多医療圏

を医師少数区域と定めます。
ただし、安芸及び中央医療圏においても、医師が不足していると判断できる地域を後

述する「医師少数スポット」と定め、必要な医師の確保を図ります。

＜本県が指定する医師多数区域及び医師少数区域＞

３ 医師少数スポットの指定
「医師少数スポット」とは、「医師少数区域」以外で局所的に医師が少ない地域を都道

府県が指定し、「医師少数区域」と同様に取り扱うことができる地域です。
なお、改正医療法（平成 31 年 4 月施行）における「医師の確保を特に図るべき区域」

とは、「医師少数区域」及び「医師少数スポット」を指します。

（１） 医師少数スポットの指定の考え方
本県においては、地理的な条件から他地域と比較して生活環境の整備等が低位にある

地域が多くある状況を踏まえ、「医師少数スポット」の指定の考え方は次のとおりとし
ます。

（図表３-４）
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① 救急医療等の医療計画上の政策医療を担う医療機関が現に存在し、かつ、地理的
な条件により当該医療機関へのアクセスが制限されるとともに、当該医療機関にお
ける継続的な医師の確保が困難な地域とする。なお、具体的には、関係法令により
指定された地域等(※)を有する市町村を指定する。

※過疎地域自立促進特別措置法における過疎地域、振興山村地域(山村振興法)、
特定農山村地域(特定農山村法)、離島振興法

② 上記の他、地域医療対策協議会において「医師少数スポット」として、特に医師
の確保を図ることが必要と了承された地域。

なお、「医師少数スポット」を含む「医師の確保を特に図るべき区域」については、以
下の医師確保のための施策において、同様の取扱いとなります。
① 医師養成奨学貸付金制度

平成 30 年 7 月の「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の施行により都道
府県が策定することとなった地域枠医師等を対象としたキャリア形成プログラム
（医師が不足している地域における医師の確保に資するとともに、当該地域に派遣
される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とする計画）の運用指針（令和
元年 7 月一部改正）においては、地域枠医師等が一定期間勤務することとなる医療
機関が所在する地域を「医師の確保を特に図るべき区域等」と規定されています。

② 「医師少数区域経験認定医師」制度（令和 2 年 4 月施行）
平成 30 年の医療法一部改正により、厚生労働大臣が法第７条に規定する臨床研

修等修了医師からの申請に基づき、「医師の確保を特に図るべき区域」における医療
の提供に関する知見を有するために必要な経験を有する者であることを認定する制
度が令和 2 年 4 月に施行されます。

（２） 医師少数スポットの指定
本県では、（１）の考え方に基づき、中央及び安芸医療圏の次の市町村を「医師少数ス

ポット」として指定します。

医療圏 医師少数スポットとして指定する地域

安芸医療圏
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、

馬路村、北川村、芸西村

中央医療圏
土佐市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、

大川村、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村

（図表３-５） 医師少数スポットとして指定する地域
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＜本県が指定する医師多数及び少数区域、医師少数スポット＞（図表３-６）
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（参考）高知県の過疎地域等の状況 中央医療圏内の市町村
安芸医療圏内の市町村

市町村名 過疎地域 離島 振興山村地域
医師不足地域
（奨学金条例）

高 知 市 △
室 戸 市 ○ ○ ○
安 芸 市 ○ ○ ○
南 国 市 （無医地区は含む）

土 佐 市 ○ ○
須 崎 市 ○ ○ ○
宿 毛 市 沖の島、鵜来島 ○ ○
土 佐 清 水 市 ○ ○ ○
四 万 十 市 △ ○ ○
香 南 市 ○ ○ ○
香 美 市 ○ ○ ○
東 洋 町 ○ ○ ○
奈 半 利 町 ○ ○ ○
田 野 町 ○ ○ ○
安 田 町 ○ ○ ○
北 川 村 ○ ○ ○
馬 路 村 ○ ○ ○

芸 西 村
４．を適用（郡内
に過疎地域あり）

○ ○

本 山 町 ○ ○ ○
大 豊 町 ○ ○ ○
土 佐 町 ○ ○ ○
大 川 村 ○ ○ ○
い の 町 △ ○ ○
仁 淀 川 町 ○ ○ ○
中 土 佐 町 ○ ○ ○

佐 川 町
４．を適用（郡内
に過疎地域あり）

○ ○

越 知 町 ○ ○ ○
檮 原 町 ○ ○ ○

日 高 村
４．を適用（郡内
に過疎地域あり）

○ ○

津 野 町 ○ ○ ○
四 万 十 町 ○ ○ ○
大 月 町 ○ ○ ○
三 原 村 ○ ○ ○
黒 潮 町 ○ ○ ○

△過疎地域とみなされる区域を有する

（図表３-７） 本県における過疎地域等の状況
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第 4章 医師確保の方針と目標医師数

１ 医師確保の方針の考え方
医師の確保とともに県内における偏在是正のため、医師の少ない地域には、医師の多

い地域から医師の確保を図ることが望ましいとされているため、それぞれの区域ごとに
医師確保の方針を定めることとし、各区域に応じた「医師確保の方針」の考え方は下表
のとおりです。

２ 目標医師数の考え方
国が示す「医師確保計画策定ガイドライン」では、目標医師数は４年間の計画期間中

（令和２年～令和５年）に、医師少数区域が計画期間開始時の下位 1/3 の基準を脱する
（基準に達する）ために要する医師の数（計画期間終了時点において各医療圏で確保し
ておくべき医師の総数）と定められています。
目標医師数は、医師偏在指標を計画期間開始時点の下位 1/3 の基準値（１６２．２）

に固定し算出することとなりますが、国が算出した計画期間終了時点における目標医師
数（「国が算出した医師数」）は、４年後の人口減少を見込んでいるため、結果的に、県
内の全ての二次医療圏において、計画策定時における下位 1/3 の基準を脱することとな
っています。
同ガイドラインでは、「目標医師数が現在の医師数を下回っている場合には現在医師数

を目標医師数とする」こととされていることから、本県の目標医師数は下表のとおりと
なります。



- 21 -

＜本県の医師確保の方針及び目標医師数＞

圏域
現状の医師数

H30

目標医師数
R5 年度末

(下位 33.3%を脱

するために要す

る医師数)

医師確保の方針

県全体
医師多数県

2,237 人 ー ※
（1,659 人）

○新たな医師確保対策による、他の都
道府県からの医師確保は行いませ
ん。

○現状の医師数の維持を基本とし、既
存の医師確保対策を継続して実施
します。

安芸 97 人 － ※
（70 人）

○現状の医師数の維持を基本とし、既
存の医師確保対策を継続して実施
します。

○医師少数スポットについては、医師
少数区域と同様の方針とします。

中央
医師多数区域

1,880 人 － ※
（950 人）

○新たな医師確保対策による、県内の
他の二次医療圏からの医師確保は
行いません。

○現状の医師数の維持を基本とし、既
存の医師確保対策を継続して実施
します。

○医師少数区域への医師派遣等を推
進します。

○医師少数スポットについては、医師
少数区域と同様の方針とします。

高幡
医師少数区域

91 人 91 人
(68 人)

○現状の医師数が R5 年度末に下位
33.3％の基準を脱するために要する
医師数を上回っているため、現状の
医師数の維持を基本とし、既存の医
師確保対策を継続して実施します。

○医師多数区域からの医師派遣等を
推進します。

幡多
医師少数区域

169 人 169 人
(150 人)

（図表４-１）
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第 5章 目標医師数を達成するための施策

１ 県全体の医師数を維持・確保するための取組
本県の医師の３つの偏在（若手医師の不足、地域による偏在、診療科による偏在）の

解消に向けて、安定的に医師が確保できる仕組みづくりと、現在不足している医師を確
保するために、将来性を重視した中長期的な対策と、即効性を重視した短期的な対策を
組み合わせて進めます。
また、令和２年４月から、医師の確保を特に図るべき区域での勤務経験を有する医師

を厚生労働大臣が「医師少数区域経験認定医師」として認定する制度が施行されます。
認定医師については、医師派遣等を行う地域医療支援病院の管理者としての要件となる
ほか、認定医師個人や医療機関に対する経済的優遇措置も検討されるなど、医師少数地
域等で勤務する医師が評価されることにより、医師の定着が期待されます。

２ 二次医療圏の医師偏在是正に向けた取組
（１） 中長期的な対策
① 高知大学医学生の卒業後の県内定着の促進
ア 県は、奨学金の貸与期間に応じて一定期間を県内の「医師の確保を特に図るべき
地域」にある医療機関に勤務すれば償還が免除される「医師養成奨学貸付金制度」
を継続し、高知大学の地域枠入学 25 名（恒久定員 10 名、臨時定員 15 名）の学生
については奨学金の受給を必須とし、卒業後の県内定着を促進します。
また、医師養成奨学貸付金制度の加算特定科目については、近年特に減少の著し

い診療科（例：外科）の追加を検討します。
あわせて、地域医療の重要性や本県の医療の現状に対する理解を深めてもらえる

よう、奨学金受給学生と知事との意見交換会を定期的に開催します。
イ 高知大学医学部家庭医療学講座（県の寄附講座）は、県内唯一の医育機関である高
知大学内の相談窓口として、学生達にとって身近な存在です。県として支援を続け
ることで、地域医療実習や家庭医道場（地域を舞台とした臨地実習）、講座主催の講
義等を通じて、医学生の地域医療やプライマリ・ケアへの関心やモチベーションを
高め、動機付けにつなげていきます。

ウ 国が示すキャリア形成プログラム運用指針に基づき、奨学金受給者が償還義務と
キャリア形成を両立できるよう、県内の専門研修プログラムをベースとしたキャリ
ア形成プログラム（令和２年３月現在、18 診療科 38 プログラム）を作成していま
す。今後も引き続き、大学や高知地域医療支援センター、（一社）高知医療再生機構、
各医療機関と連携して、キャリア形成プログラムの充実を図るとともに、後述する
キャリア形成環境の充実を図ります。

エ 全国的な医師確保対策として臨時定員増がなされた高知大学の地域枠について
は、医師の地域・診療科偏在の解消に有効な施策です。しかしながら国は、本県を
含む医師多数県においては令和 3年度をもって臨時定員増を終了する方針であるた
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め、国に対して臨時定員増の延長を求めるとともに、高知大学の恒久定員内の地域
枠の増員について要請することを検討します。

② 若手医師にとって魅力あるキャリア形成環境の充実
ア 若手医師が県内の医療機関で勤務しながら指導医等による指導を受け、学会認定
医資格や専門医・指導医資格といった、専門性を発揮するための資格を取得できる
よう、専門医資格取得に必要な研修環境の整備や指導医資格取得に要する経費を支
援します。

イ 若手医師が国内外の先進的な医療機関に留学する経費を支援します。
ウ 地域枠医師等が「医師の確保を特に図るべき地域」にある研修施設においても専
門研修を実施することを可能とするため、当該施設へ指導医を派遣する高知大学医
学部附属病院など基幹施設に対して派遣に要する経費への支援を行います。

エ 若手医師が幡多地域で勤務しながら週 1回臨床研究を行うことができる環境を整
備するとともに、研究に要する経費への支援を行います。

③ 地域医療を支える医療従事者の確保
ア 県は、県内の高校と連携し、高校生を対象とした地域医療従事医師による出前講
座等を通して、地域医療の魅力ややりがいを若い世代に伝え、将来に向けてのロー
ルモデル（具体的な行動や考え方の模範となる人物像）を提示するとともに、医科大学・医
学科に関する情報収集の機会を提供する取組を継続します。

イ 県は、医師臨床研修制度における必修科目である「地域医療」研修の実施につい
て、（一社）高知医療再生機構や地域の拠点病院等と連携して、本県の地域医療を
実際に体験できる環境を整備しており、県内だけでなく、県外大学（東京大学、横
浜市立大学、杏林大学、昭和大学、大阪医科大学）等からも初期臨床研修医を招き、
本県の地域医療や地域包括ケアについて関心が持てるよう、引き続き研修医の派遣
調整を実施していきます。

ウ 県は、幅広い領域を診ることのできる総合診療専門医を養成するため、研修に必
要な経費への支援を行います。自治医科大学卒業医師については、希望があれば義
務年限内に総合診療専門医の資格を取得できるよう配慮していきます。

エ 県が人事調整を行うへき地医療協議会所属医師に対しては、市町村の理解を得て、
週 1 回程度、高次医療機関での専門研修を行う機会を設け、へき地勤務医師のキャ
リア形成支援に努めます。

オ へき地医療機関での勤務を希望する医師に対しては、県内外の大学や（一社）高
知医療再生機構とも連携し、若手医師を一定の期間、県内のへき地医療拠点病院・
診療所に派遣する仕組みを構築していきます。

（２） 短期的な対策
① 県外からの医師の招へい及び赴任医師に対する支援（継続事業）
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ア 県は、県外大学と連携して、中山間地域にある中核的な病院への医師の派遣に取
り組みます。

イ （一社）高知医療再生機構は、県内での就業に意欲のある医師の医療機関への仲
介や、県外から赴任する医師の処遇改善及び研修活動を支援します。

② 県外からの医師の招へいに向けた情報発信及び勧誘活動（継続事業）
（一社）高知医療再生機構は、ＷＥＢサイトや医学専門誌を活用したキャリア形成

支援対策等のＰＲを行うとともに、首都圏で活躍する医師等の協力により収集する転
職希望医師の情報、県外で活躍している県出身医師の情報、また県民から寄せられる
情報などを元に、県外在住の医師や高知での就業を検討中の医師等に対して、勧誘活
動を行います。

③ 医師の確保が困難な地域にある医療機関への支援
県は、県・郡市医師会や県立病院等と連携して、「医師の確保を特に図るべき地域」

にある医療機関に県立病院等から応援医師を派遣する仕組みにより、地域の医療提供
体制の確保に努めます。

（３） 勤務環境改善への支援
県は、医療従事者が働きやすく、働きがいのある職場づくりを支援するため、高知

県医療勤務環境改善支援センターを（一社）高知県医療再生機構への委託により設置
・運営します。
また、医師の働き方改革については、県内の医療機関における労働時間短縮に向け

た自主的な取組を促進するとともに、令和６年 4月から施行される医師の時間外勤務
の上限規制に向け国において検討が進められている「医師の働き方改革」に関する具
体的な内容を踏まえ、医師の労働時間短縮によって地域の医療提供体制に影響が出る
ことがないよう取り組んでいきます。あわせて、特に長時間労働の傾向にある産婦人
科や小児科、外科等については、地域医療介護総合確保基金等を活用して医師の負担
軽減を図ります。

（４） 女性医師の働きやすい環境の整備
県は、多様化する女性医師の働き方の相談を受け、情報提供や医療機関との連携・

調整を図る相談窓口を（一社）高知医療機構への委託により設置・運営します。あわ
せて、女性医師が育児休業等から復職しやすいよう、復職研修を受け入れる医療機関
の調整や研修に必要な経費への支援を行います。

（５） 国に求める対策
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県は、若手医師の確保に向けた国立大学医学部の臨時定員増の継続と、地域医療を
確保するための施策の拡充等について、全国知事会等と連携して提言・要望を強化し
ていきます。

（６） 取組体制
県は、以下の組織・団体等と強力に連携して、前述の対策に取り組みます。

① 高知県医療審議会・医療従事者確保推進部会（高知県地域医療対策協議会）
医療法に基づき、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経

験者で構成する高知県医療審議会を設置し、医療を提供する体制の確保に関する重要
事項の調査・審議を行います。
特に医師の確保については、医療法第 30 条の 23 の規定に基づく医療従事者の確保

に関する協議の場（地域医療対策協議会）として、高知県医療審議会に医療機関、大
学、医療関係団体、関係市町村等の代表者で構成する医療従事者確保推進部会を設置
し、以下の事項について調査・審議を行います。
ア 県内において必要とされる医師の確保に関すること
イ 医師確保計画に関すること（医療法第 30 条の 23 第 1 項）
ウ 奨学金受給医師等の派遣に関すること（同第 2 項）
エ キャリア形成プログラムに関すること（同第 3 項）
オ 医師の確保を特に図るべき地域に派遣された医師の負担の軽減に関すること
（同第 4 項）

カ 専門研修の内容に関すること（同第 5 項、医師法第 16 条の８第 4 項）
キ 高知大学の地域枠の設定に関すること（医療法第 30 条の 23 第 6 項）
ク 臨床研修病院の指定及び臨床研修医の募集定員の設定に関すること（医師法第
16 条の 2 第 1 項に規定する臨床研修に関する省令）

ケ 高知県へき地医療支援機構の運営や事業の実施に関すること
コ 県内において必要とされるその他の医療従事者の確保に関すること

② （一社）高知医療再生機構
県や高知大学医学部関係者等の出資により、高知県地域医療再生計画及び高知県保

健医療計画の推進組織として設立した（一社）高知医療再生機構において、医師の
キャリア形成への支援等を通じて若手医師の県内定着を図るなど、本県の地域医療を
再生することを目指した以下の事業を実施します。
ア 県内の医師等の研修環境の改善活動への支援
イ 県内の医師等の資質向上活動への支援
ウ 県内臨床研修病院の研修医増加に資する事業
エ 県内の地域医療に関する調査研究
オ 県内の医療機関への就業を希望する医師等に関する情報の提供
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カ 医師を募集する医療機関に関する情報の提供
キ 医師等に関する無料の職業紹介事業及び労働者派遣事業
ク 総合診療専門医の研修環境の整備 等

あわせて、女性医師が安心して就業できる環境を整えることを目的として、以下の
事業を実施します。
ア 女性医師からの相談対応
イ 女性医師の復職支援

③ 高知地域医療支援センター
地域医療支援センターは、医療環境の不均衡な状態を、地域条件を勘案しつつ、全

国的に是正することを目的に、国によって創設を試みられたものです。
本県では高知地域医療支援センターを高知大学医学部内に設置し、医学部学生や若

手医師、Ｉターン・Ｕターン医師を対象として、本県の医師の偏在を中心に、その他
諸々の要因を再検討しながら、県民が安心できる安全な医療体制を構築するために、
課題発見、対応のための企画立案を行い、以下の事業を実施します。
ア 医師不足地域において必要とされる医療の確保に関する調査・分析
イ 診療分野ごとのキャリア形成プログラムの作成・支援
ウ 若手医師や医学生からの相談対応
エ 医師の確保を特に図るべき地域に派遣された医師のキャリア形成支援及び負担
軽減のための調整

オ Young Medical Doctors Platform（若手医師やＩ・Ｕターン医師の組織）の運営
カ 県内の専門研修の充実及び専攻医増加に資する事業 等

④ 高知県医療勤務環境改善支援センター
平成 26 年の医療法改正により、医療従事者の勤務環境の改善に取り組む医療機関

を支援する拠点として、各都道府県が設置することとされました。
本県では高知県医療勤務環境改善支援センターを（一社）高知医療再生機構内に設

置し、高知労働局と連携のうえ、医療スタッフの離職防止や医療安全の確保を図るこ
とを目的として、以下の事業を実施します。
ア 医療機関や医師からの相談対応
イ 医業分野アドバイザー及び労務管理アドバイザーの派遣
ウ 勤務環境改善マネジメントシステムの導入支援
エ 勤務環境改善に資する研修及び啓発の実施
オ 医師の働き方改革に関する相談・支援 等
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

第 6章 産科・小児科における医師確保計画

１ 産科・小児科における医師確保計画の考え方
産科と小児科については、政策医療の観点、医師の長時間労働となる傾向、診療科と

診療行為の対応も明らかにしやすいことから、全診療科を対象とした「医師確保計画」
に加え、個別計画として策定することになったものです。

２ 産科医師確保計画
（１） 本県の状況

本県の産科・産婦人科に従事する医師数は、これまで減少傾向にありましたが、近年
は増加傾向にあります。

周産期医療圏 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

安芸 ２ ２ １ １ １ １ １ １ ２
中央 52 42 48 45 42 42 43 46 52
高幡 ２ ３ ２ 1 0 0 0 0 0
幡多 ８ ７ ７ 7 6 6 6 5 6

高知県合計 64 54 58 54 49 49 50 52 60

県 計 安 芸 中 央 高 幡 幡 多

産科・産婦人科 60 ２ 52 0 6
小児科（小児外科） 106（3） 4 84（3） 4 14

診療科目別医師数（H30）

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

産科・産婦人科医師数の推移 単位：人

単位：人

（図表６-１）

（図表６-２）

（図表６-３）

産科・産婦人科医師数の推移
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産科医師や助産師等周産期医療従事者の確保が困難であることなどの理由から、分
娩を取扱う病院・診療所の数が減少しており、平成 10 年には 35 施設（14 病院、21
診療所）あった分娩取扱施設は、令和元年 12 月１日現在では 13 施設（７病院、６診
療所）となっています。
また、13 施設中 10 施設が中央周産期医療圏に集中しており、幡多周産期医療圏に

２施設、安芸周産期医療圏には１施設ありますが、高幡周産期医療圏では平成 22 年
１月以降、分娩を取扱う施設がない状況となっています。
一次周産期医療を担っていた診療所の分娩取扱中止や休止により、主に中央周産期

医療圏域の病院の分娩取扱数が増加しています。
このため、分娩の取扱いを中止した診療所が担っていた分娩機能を、三次周産期医

療提供施設が二次周産期医療提供施設とともにカバーし、全妊婦の１～２割の頻度で
存在するハイリスク妊婦の入院と、胎児管理で長期入院を必要とするケースの増加に
対応するために、平成 27 年度までに三次周産期医療提供施設である高知医療センタ
ーと高知大学医学部附属病院に、産科病床が 14 床増床されました。このことによっ
て、新たに一定数の分娩の取扱いが確保されることとなりました。
なお、高度な周産期医療を適切に供給するために、総合周産期母子医療センターと

地域周産期母子医療センターを整備、充実することで、本県では、人的・物的資源等
の集約化・重点化がされた状況になっています。

県 計 安 芸 中 央 高 幡 幡 多

産婦

人科

高次医療施設 30 1 26 0 3
診療所 10 0 9 0 1

小児科 39 2 30 0 7
（新生児診療担当） （6） （0） （6） （0） （0）

分娩を取扱う医療提供施設数（助産所を除く）

出典：高知県健康対策課調べ（令和元年 12 月 1 日現在）

周産期医療圏 県 計 安芸 中央 高幡 幡多

診療所 ６ 0 ５ 0 1
病 院 7 1 5 0 1

計 13 1 10 0 2

分娩を取り扱う医療機関に勤務する医師数（常勤のみ） 単位：人

出典：高知県健康対策課調べ（平成 29 年 4 月 1 日現在）

（図表６-４）

（図表６-５）
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周産期
医療圏

医師偏在
指標 全国順位 相対的

医師少数
H30年
医師数

R5年産科
偏在対策

基準医師数*
高知県 10.6 38/47 該当 60 47

　安芸 11.5 122/284 非該当 2 1
　中央 10.5 149/284 非該当 52 34
　高幡 ー ー ー 0 ー
　幡多 11.0 132/284 非該当 6 3

＜国が公表した医師偏在指標等＞

周産期医療圏別の出生数 単位：人

出典：高知県健康対策課調べ

（２） 産科医師偏在指標、相対的産科医師少数区域の状況
「産科医師偏在指標」は、分母に「里帰り出産」等の妊婦の流出入の実態を踏まえた

「医療施設調査」における「分娩数」を使用し、医療需要を算定するとともに、分子に
性別・年齢階級別の平均労働時間を使用した指標となっています。

標準化産科・産婦人科医師数（※）
分娩件数÷1000 件

（※）標準化産科・産婦人科医師数＝ Σ 性年齢階級別医師数

性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

産科は、相対的に少数でない周産期医療圏においても不足している可能性や周産期
医療圏を越えた地域間の連携が進められてきており、医師多数県・医師多数区域を設
けると追加確保ができないという誤解を招く恐れがあるため、医師多数都道府県や医
師多数区域は設けないこととされています。
本県は、県全体では相対的産科医師少数県に該当しますが、周産期医療圏別では相

対的産科医師少数区域に該当する周産期医療圏はありません。ただし、高幡周産期医
療圏は分娩取扱施設がなく分娩件数がゼロであるため医師偏在指標の算出ができませ
んが、絶対的産科医師不足区域とも言うべき相対的産科医師少数区域に相当します。

年 県 計 安芸 中央 高幡 幡多

H19 5,717 312 4,439 365 601
H23 5,244 260 4,107 307 570
H27 5,052 236 3,975 305 536
H28 4,779 217 3,780 268 514
H29 4,559 212 3,600 258 489
H30

＜産科医師偏在指標の算出方法＞

産科医師偏在指標＝

×

＊偏在対策基準医師数は、医療需要に応じて機械的に算出される数値であり、確保すべき医師の目標ではない。

Ｈ３０年は公表後に追記します。

（図表６-６）

（図表６-７）
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（３） 産科医師確保の方針と目標医師数
本県は高幡周産期医療圏を相対的産科医師少数区域に設定。他の周産期医療圏におい

ても相対的産科医師少数区域には該当しないながらも、県全体としては相対的産科医師
少数県であることを踏まえ、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センタ
ー、周産期医療に関連する病院、診療所及び助産所の機能分担と連携を行いながら、県
全体の周産期医療提供体制の維持に必要な医師確保対策を推進します。
目標医師数については、平成 30 年末の産科医師数が令和５年の産科偏在対策基準医

師数を超えている中央・幡多周産期医療圏については現状維持を目標とし、相対的産科
医師少数区域である高幡周産期医療圏については、医師数の増加を目指します。また、
平成 30 年の産科医師数が２人であった安芸周産期医療圏については、令和元年度現在、
3 名の医師が確保できているところであり、引き続き医師数の確保に努めます。

≪偏在指標≫

【大】 【小】
9.2

高

幡

▼

－

安

芸

▼

中

央

▼

幡

多

▼

相対的医師少数（下位1/3）

11.5　11.0　10.5

周産期医療圏
R5 年度末

目標医師数(人）
H30 年

医師数(人）
安芸 3 2
中央 52 52

高幡（相対的産科医師少数区域） 1 0
幡多 6 6

合計 62 60

医師偏在指標における本県の相対的位置

周産期医療圏別の状況

（図表６-８）

（図表６-９）

（図表６-10） 本計画における目標医師数
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（４） 目標医師数を達成するための施策
① 産科・産婦人科医師の確保
ア 県は、将来、県内の指定医療機関において産婦人科の医師として勤務する意思
のある医学生に対する奨学金の加算貸与や、キャリア形成環境の整備等により若
手医師の県内定着を促進するとともに、「こうちの医療ＲＹОＭＡ大使」を通じ
たＵ・I ターンの可能性のある医師へのアプローチや、県外大学との連携強化等
により、周産期医療を担う医師の早期確保に努めます。

イ 県は、産科医師の分娩手当に対する助成を継続します。
ウ 高幡周産期医療圏については、医療法人川村会くぼかわ病院への産科医師の定
期的な派遣を引き続き行い、地域住民が妊婦健康診査を受診できる体制整備を支
援します。

② 周産期医療提供体制の維持
ア 分娩取扱施設のない地域等に居住する妊婦については、中央周産期医療圏で分
娩する際の母体及び胎児への負担を軽減するため、出産までの期間中、分娩待機
や妊婦健診の際に妊婦とその家族に滞在施設として利用していただけるよう分娩
待機施設の確保に引き続き取り組みます。

イ 分娩取扱施設のない地域等における陣痛発来や病院外での妊産婦救急事例に
突然遭遇する可能性がある救急救命士等を対象とした「妊産婦救急救命基礎研修
（ＢＬＳＯ）」を行ってきたところであり、こうした妊産婦救急事例への対応力
を備えた人材が中心となり、安全・安心な出産環境づくりを進めるとともに、圏
域の市町村が妊産婦に対して助産師等による産前・産後の保健指導等を行うため
の補助を継続します。

ウ 三次周産期医療提供施設である高知医療センターと高知大学医学部附属病院
において、一次周産期医療提供施設及び二次周産期医療提供施設と連携しながら
正常分娩も受け入れていくことで、県内の分娩機能の維持に努めます。
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３ 小児科医師確保計画
（１） 本県の状況

平成 30 年の本県の小児科医師は 106 人となっており、平成 22 年と比較すると、医師
総数はわずかに増加しましたが、小児医療圏別では、依然として中央小児医療圏に８割
が集中しており、この小児科医師の偏在が受療動向に影響していると考えられます。
平成 28 年の小児科医師の平均年齢は 52.2 歳で、病院勤務医師は 46.6 歳、診療所勤務

医師は 64.6 歳となっています。
また、40 歳未満の小児科医師が減少し、60 歳以上が増加するなど、徐々に平均年齢

が高くなっており、特に診療所の医師の高齢化が顕著です。

小児医療圏別小児科医師数※の推移

年 県 計 安 芸 中 央 高 幡 幡 多

H22 100 4 81 2 13
H24 104 3 83 3 15
H26 102 4 80 3 15
H28 106 4 85 3 14
H30 106 4 84 4 14

年 病院 診療所

H22
平均年齢 45.2 58.8
人 数 66 34

H24
平均年齢 46.8 60.6
人 数 67 37

H26
平均年齢 47.3 62.7
人 数 67 35

H28
平均年齢 46.6 64.6
人 数 73 33

全体 病院 診療所

平均年齢 52.2 46.6 64.6

～29 歳 8 8 0
30～39 歳 14 14 0
40～49 歳 25 23 2
50～59 歳 23 14 9
60～69 歳 23 10 13
70 歳～ 13 4 9

合計 106 73 33

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査・統計（厚生労働省）

※小児科医師数は、単科若しくは主として小児科に従事する医師数を計上

病院及び診療所の小児科医師数と平均年齢 小児科医師の平均年齢と年齢階級別人数

出典：平成 28年高知県健康政策部調べ

～29歳

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

70歳～

小児科医師の年齢分布比較

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）

平成 28年高知県健康政策部調べ

単位：人（図表６-11）

（図表６-13）
（図表６-12）

（図表６-14）
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県内の小児人口及び小児科施設数、小児科医師数の推移

平成 28 年の調査によると、専門医の資格取得者は、小児科学会専門医 72 人、日本腎
臓学会専門医２人、日本血液学会専門医３人、日本感染症学会専門医２人、日本アレル
ギー学会専門医４人、日本小児神経学会専門医６人、日本小児循環器学会専門医２人、
日本小児科医会「子どもの心」相談医５人、日本新生児医学会専門医３人などとなって
おり、広範な分野で専門的な治療が行われています。しかし、小児科専門医の多くは中
央小児医療圏に集中しており、高度な治療ほど中央小児医療圏で受療しなくてはならな
い状況にあります。

認定医の小児医療圏別状況(重複計上あり)※

※上記小児科医師数で計上した 106名を対象に調査 出典：平成 28年高知県健康政策部調べ

また、少子化を背景に本県の年少（15 歳未満）人口は減少傾向にあり、平成 28 年に
は約 85 千人と平成 20 年以降の 8 年間で 12 千人減少しています。

資 格 名 安芸 中央 高幡 幡多

日本小児科学会専門医 4 59 3 6
日本腎臓学会専門医 0 2 0 0
日本血液学会専門医 0 3 0 0

日本感染症学会専門医 1 １ 0 0
日本アレルギー学会専門医 0 3 1 0
日本小児神経学会専門医 1 4 0 1

日本小児循環器学会専門医 0 2 0 0
日本小児科医会「子どもの心」相談医 0 4 0 1

日本新生児医学会専門医 0 3 0 0

（図表６-15）

（図表６-16）
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性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

＜国が公表した医師偏在指標等＞

＊偏在対策基準医師数は、医療受給に応じて機械的に算出される数値であり、確保すべき医師の目標ではない。

地域の年少人口（10 万人）

（２） 小児科医師偏在指標、相対的小児科医師少数区域の状況
「小児科医師偏在指標」は、人口 10 万人対医師数をベースとしながら、分母に 15 歳

未満の「年少人口」を、小児医療圏ごとの人口構成の違いや流出入の状況調整したもの
を使用し、医療需要を算定するとともに、分子に性別・年齢階級別の平均労働時間を使
用した指標となっています。

標準化小児科医師数（※１）

（※１）標準化小児科医師数 ＝Σ性年齢階級別医師数×

地域の期待受療率（※３）

全国の期待受療率

Σ(全国の性年齢階級別調整受療率×地域の性年齢階級別人口)

地域の年少人口

小児科は、相対的に少数でない小児医療圏においても不足している可能性や小児医療
圏を越えた地域間の連携が進められてきており、小児科医師多数県・多数区域を設ける
と追加確保ができないという誤解を招く恐れがあるため、小児科医師多数都道府県や小
児科医師多数区域は設けないこととされています。
本県は、県全体では相対的小児科医師少数県に該当せず、また、4 つの小児医療圏も

全て相対的小児科医師少数区域に該当しません。
しかしながら、医師偏在指標は、全国一律の基準で機械的に算出されたものであり、

本県のように県土が広く東西が長いうえに中山間地域が多いなどの地理的な要因やそれ
に伴う医療機関へのアクセス性等が考慮されておらず、この数値をもって本県の小児科
医師数が充足していると評価することは困難です。

小児医療圏 医師偏在
指標 全国順位 相対的

医師少数
H30年
医師数

R5年小児科
偏在対策

基準医師数*
高知県 130.5 4/47 非該当 106 69

　安芸 231.8 3/307 非該当 4 1
　中央 118.6 69/307 非該当 84 54
　高幡 137.6 28/307 非該当 4 1
　幡多 185.8 5/307 非該当 14 5

＜小児科医師偏在指標の算出方法＞

小児科医師偏在指標＝
×地域の標準化受療率比（※２）

（※２）地域の標準化受療率比 ＝

（※３）地域の期待受療率＝

（図表６-17）
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（３） 小児科医師確保の方針と目標医師数
本県は相対的小児科医師少数区域は設定しません。しかしながら、（２）における小

児科医師偏在指標に対する評価に加え、小児救急医療に従事する医師を含む小児科医師
の労働環境を鑑みれば、小児科医師多数県とされる本県でさえも小児科医師の不足感が
高い現状にあります。小児救急医療の適切な受診を促す啓発事業等も行いながら、小児
医療提供体制の維持、再構築に向けて必要な医師確保対策を推進します。
目標医師数については、平成 30 年末の医師数が令和５年の小児科偏在対策基準医師

数をすべての小児医療圏で超えていますが、輪番当直医師への負担が過重になっており、
病院群輪番制を維持していくためには、更なる医師の確保が必要であるため、中央小児
医療圏で医師数の増加を目標とし、その他の小児医療圏では現状維持を目標とします。

≪偏在指標≫

【大】 【小】

106.2

118.6

中
央 
▼

相対的医師少数（下位1/3）

高
幡 
▼

137.6

幡 
多
▼

185.8

安
芸 
▼

231.8

小児医療圏 R5年度末
目標医師数(人)

H30年
医師数(人）

　安芸 4 4
　中央 88 84
　高幡 4 4
　幡多 14 14
合計 110 106

医師偏在指標における本県の相対的位置

小児医療圏別の状況

（図表６-18）

（図表６-19）

（図表６-20） 本計画における目標医師数
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（４） 目標医師数を達成するための施策
① 小児医療提供体制の確保
ア 県は、将来、県内の指定医療機関において小児科の医師として勤務する意思の
ある医学生に対する奨学金の加算貸与や、小児科専門医の資格取得を目指す若手
医師に対する研修支援等により、小児科医師の育成を支援し、確保を図ります。

イ 県外からの医師の招聘に向け、引き続き、県内の医師求人情報や医師のキャリ
ア形成支援策等の紹介、また、赴任する医師への研修修学金の貸与等を行います。

ウ 県及び医療機関等は、若手医師の県外専門医療機関での研修等を通してキャリ
アアップを支援し、県内の高度専門医療のレベルの向上に努めます。

エ 県は、中央小児医療圏の小児科病院群輪番制病院の運営を支援します。あわせ
て、小児救急勤務医師への手当の支給や、トリアージナースの配置に要する経費
を支援します。

② 適正受診の広報
県は、保護者の不安解消や適正受診を図るため、引き続き、広報紙、新聞広告や

テレビ広告等のメディアを活用し小児救急電話相談事業「こうちこども救急ダイヤ
ル（♯8000）」の利用を啓発していきます。
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第 7章 計画の評価と進行管理

１ 推進体制
本県では、県内の医師の適正配置の調整や若手医師の育成・県内定着の促進に向け、

高知大学医学部に設置した「高知地域医療支援センター」や、県や高知大学医学部関係
者等の出資により高知県地域医療再生計画及び高知県保健医療計画の推進組織として設
立した「一般社団法人高知医療再生機構」と連携して医師確保の取組を進めてきました。
今後も引き続きこれらの関係機関をはじめ、医師会や医療機関等と連携しながら本計

画を進めていきます。

２ 進行管理
計画に掲げた目標の達成状況や施策の効果について、分析・評価を行い、計画の進行

管理を図るとともに、必要に応じた計画の見直しを行います。
あわせて、計画の着実な推進を図るため、高知県医療審議会に設置する「医療従事者

確保推進部会（地域医療対策協議会）」や「高知県周産期医療協議会」、「高知県小児
医療体制検討会議」において、計画期間中の進行管理と評価を毎年度行うとともに、そ
の結果を「第 7 期高知県保健医療計画」の進行管理の中で「高知県医療審議会」に報告
します。



高知県外来医療計画の概要

２ 本県の外来医療提供体制の状況
医療機関の状況

医師の状況

○計画策定の趣旨：地域の外来医療に関する情報を新規開業者に提供することで行動変容を促し、地域地域で適切な外来医療提供体制が確保されるよう医療法に基づき
 各都道府県が医療計画の一部として「外来医療計画」を策定。あわせて、今後人口減少が見込まれる中で、より効率的な医療提供体制を構築していく必要があるため、「医療
 機器の効率的な活用」についても同計画内において整理。
○計画期間：令和２～5年度（4年間） ＊次期（R6∼)計画以降は3年ごとに見直し

１ 基本的事項

 

患者の状況

144 142
140 140

137
133

130 130
126

100

110

120

130

140

150

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

病院数の推移

43.9
44.9

45.8
46.7 47.4 47.8 48.1 48.2 48.7

57.5 57.3 57.3 57.5
58.2 58.7

59.7
61.1 61.8

35

40

45

50

55

60

65

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

医師の平均年齢の推移

病院

診療所

特に診療所の医師が高齢化病院、診療所ともに減少傾向

594
602

597

574 576 574
569

565
560

520

540

560

580

600

620

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

診療所数の推移
安芸医療圏 中央医療圏 高幡医療圏 幡多医療圏 県外

安芸医療圏 76% 22% 0% 0% 2%

中央医療圏 0% 99% 0% 0% 0%

高幡医療圏 0% 31% 66% 1% 2%

幡多医療圏 0% 4% 1% 92% 3%

医療機関所在地

患

者

住

所

地

特に安芸、高幡の住民の一定数が中央医療圏に流出

１日あたりの外来患者は減少傾向

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

17.3千人 23.5千人 16.5千人 24.3千人 16千人 23.8千人 15.3千人 20.7千人 14.8千人 19.7千人

H17 H20 H23 H26 H29

３ 外来医師偏在指標、外来医師多数区域及び新規開業時に求める機能

医療圏

外来医師

多数区域と

位置づけ

　安芸 60/335 (206/335)※ 116.2 (91.0)※

　中央 54/335 （33/335)※ 118.2 (125.4)※ ○

　高幡 45/335 (227/335)※ 120.7 (83.4)※

　幡多 222/335 (237/335)※ 90.5 (85.3)※

※流出入を反映しない場合の順位及び指標（参考値）

順位
外来医師

偏在指標

〇全国335の2次医療圏毎に、診療所の医師の多寡の状態を示す「外来医師偏在指
標」を算出し、上位33.3％以内の2次医療圏が「外来医師多数区域」として設定される
こととなった。
〇この基準に当てはめれば、安芸、中央、高幡の３つの医療圏が「外来医師多数区域」
となるが、安芸、高幡の両医療圏は、患者が中央医療圏に流出したことにより指標が上
昇しており、これをそのまま反映した指標をもって多数区域と位置付けることは、身近な地
域で提供すべきである外来医療の方向性と合致しない。このため中央医療圏のみを「外
来医師多数区域」と位置付ける。

〇「外来医師多数区域」となる
中央医療圏において、新規開
業を行う際には、「初期救急医
療」「在宅医療」「公衆衛生」の
医療機能を担うことを求める。

その状況について協議の場（地
域医療構想調整会議）におい
て確認を行う。

４ 医療機器の効率的な活用

（１）対象医療機器 （２）医療機器の配置状況

　本県のＣＴ、ＭＲＩの台数については、全国平均を
上回っており、ＰＥＴ、マンモグラフィー、放射線治療に
ついては、ほぼ全国平均並。 
　また、本県の各医療機関における医療機器の配置状
況を見える化し、購入の際の判断材料として提供。

ＣＴ ＭＲＩ ＰET
マンモ

グラフィー

放射線治療

（体外照射）

全国 11.1 5.5 0.46 3.4 0.91

高知県 19.9 9.5 0.37 3.0 0.96

安芸 10.5 9.7 0.00 2.0 0.00

中央 21.4 10.7 0.52 3.3 1.21

高幡 18.4 5.7 0.00 1.8 0.00

幡多 18.8 5.7 0.00 2.2 0.89

調整人口あたり台数

圏域名
（３）共同利用計画について

　今後の人口減少による医療需要の減少を踏まえると、より
効率的な医療機器の活用を進めていく必要があるため、医
療機関が対象医療機器を購入する場合（更新を含む）は
「共同利用計画」を策定し、事前に提出。その内容について
協議の場（地域医療構想調整会議）において確認を行う。

　ＣＴ、MRI、PET、
マンモグラフィ、放射線
治療（リニアック及びガ
ンマナイフ）

高知県健康政策部　医療政策課

442428
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○医師の確保が困難な地域にある医療機関への自治体病院等からの医師派遣の仕組みについて

１ 概要

地域医療を確保するため、医師の確保が困難な地域にある民間医療機関等からの応援要請に対し

て、地方公務員法及び業務に支障のない範囲内で、県立病院等の自治体立医療機関（以下、「自治体

病院等」という。）から医師を派遣する際の枠組みを定める。

２ 医師派遣の流れ

① 高知県医療審議会医療従事者確保推進部会において、派遣の仕組みを審議。（承認済み）

② 診療応援を求める民間医療機関等から、郡市医師会に応援要請に係る協議。

③ 郡市医師会において公益性が認められた場合、当該医療機関から、自治体病院等に応援が可能

かどうか事前確認。

④ 自治体病院等から内諾が得られた場合、当該医療機関から、知事に診療応援申請書（様式１）を提

出。郡市医師会の副申書（様式２）及び自治体病院等の内諾書（様式３）を添付。

⑤ ④の申請書に基づき、高知県医療審議会医療従事者確保推進部会で協議（部会長・事務局に一

任）。

⑥ 部会で合意が得られた場合、県から自治体病院等に医師派遣を依頼。

⑦ 自治体病院等から当該医療機関に医師を派遣。

⑧ 医師派遣の状況について、当該医療機関から、知事に報告。

３ 派遣要件

次の全ての要件を満たす状況であり、かつ、派遣される医師の同意が得られていること

① 医師の確保が困難な地域にあり、地域医療を維持していくうえで欠くことのできない民間医療機関

等であると認められること

② 現に医師が不足し、または不足が見込まれることにより、地域の医療提供体制に影響が生じると

認められること

③ 派遣元となる自治体病院等の業務に支障がないと、自治体病院等の長が認めていること

４ その他

医師派遣の状況については、高知県医療審議会医療従事者確保推進部会で報告する。

442428
テキストボックス
 資料７－１



令和元年度診療応援実績

申請者 申請理由 期間 業務内容 応援する病院

1
社会福祉法人
幡多福祉会
幡多希望の家

非常勤医師の退
職

H31.4.1～R2.3.31 当直業務（月2回程度） 県立幡多けんみん病院

2
医療法人瑞風会　
森澤病院

非常勤医師の退
職

H31.4.1～R2.3.31
月曜当直、土日祝日の
日勤当直（月1回）

県立あき総合病院　

3
室戸市立室戸岬
診療所

常勤医師の不在 H31.4.1～R2.3.31
第2・第4木曜日の14時
～17時の診療業務

県立あき総合病院　

4
医療法人愛生会
室戸中央病院

整形外科外来の
継続

H31.4.1～R2.3.31
外来業務（土曜日、月1
回）

県立あき総合病院　

5
医療法人臼井会
田野病院

非常勤医師の急
な不在

R1.6.6 外来（午前） 県立あき総合病院　

6
医療法人十全会
早明浦病院

内科医師の退職 R1..5.28～R2.3.31 当直業務(月1回程度） 本山町立嶺北中央病院

7
医療法人聖真会
渭南病院

脳神経外科常勤
医の退職

R1.8.1～R2.7.31 外来及び病棟（月2回） 県立幡多けんみん病院

8 佐喜浜診療所 院長の入院 R1.8.27、8.29 外来 県立あき総合病院　

9
社会福祉法人
幡多福祉会
幡多希望の家

非常勤医師の退
職、施設長の体調
不良による回数増

R1.11.1～R2.3.31
当直業務（月4回程度）
日勤勤務（非常時）

県立幡多けんみん病院

10
医療法人五月会
須崎くろしお病院

脳外科常勤医の
負担軽減

R2.1.1～R2.3.31 外来・手術応援 高知医療センター

令和２年度診療応援の状況（R2.7.1時点）

申請者 申請理由 期間 業務内容 応援する病院

1
医療法人五月会
須崎くろしお病院

脳外科常勤医の
負担軽減

R2.4.1～R3.3.31
外来・手術応援
月2回金　10:00～16:30

高知医療センター

2
社会福祉法人
幡多福祉会
幡多希望の家

非常勤医師の退
職

R2.4.1～R3.3.31 当直勤務・日直勤務 県立幡多けんみん病院

3
医療法人十全会
早明浦病院

当直業務に支障
があるため

R2.4.12～R3.3.31 当直業務等 本山町立嶺北中央病院

4
医療法人瑞風会
森澤病院

内科医師の不足 R2.4.1～R3.3.31
平日月曜日の当直業
務、土曜・日曜祝日の
日勤当直（月1回程度）

県立あき総合病院

5
医療法人愛生会
室戸中央病院

整形外科の外来
業務の継続のた
め

R2.4.1～R3.3.31 土曜日外来診療業務 県立あき総合病院

6
室戸市立
室戸岬診療所

常勤医師の不足 R2.4.1～R3.3.31
第4木曜日の14:00～
17:00の診療業務

県立あき総合病院

7
医療法人聖真会
渭南病院

脳神経外科医の
退職

R2.4.1～R3.3.31 毎月第２・第４土曜日 県立幡多けんみん病院

医師の確保が困難な地域にある医療機関への診療応援の状況
資料７－２



R2.4.13
①～③の 医師派遣 R3年度の 都道府県

加算 定員　Ａ

13人まで

県内定
着率 配分

⑭の合計が⑫募集定
員の基礎数とBとの差
を超える場合は調整
（⑭×⑫募集定員の
基礎数Bとの差/⑭合

計）

① ② ③ ④ ⑤ Ａ＝④＋⑤ Ｂ ⑥ Ｃ ⑦ ⑧ ⑨＝⑦＋⑧ ⑩ ⑪=⑨－C ⑫ ⑬ ⑭=⑪×⑬ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱＝⑨+⑫+⑮+⑯+⑰ ⑲=⑩+⑫ ⑳=C-⑱

1 高知大学医学部附属病院 南国市 国立大学法人 × 45 9 16 9 16 16  45 16 16 -29 88% 26 24 40 -5 40
● 高知大学医学部附属病院（小・産） 南国市 国立大学法人 × 4  4 ○ 4 4 4 4
2 社会医療法人近森会 近森病院 高知市 医療法人 × 10 9 9 10 10 10  10 10 10 10 10
3 高知赤十字病院 高知市 日本赤十字社 × 10 6 10 10 10 10  10 10 10 10 10
4 独立行政法人国立病院機構 高知病院 高知市 国立病院機構 × 5 3 4 5 5 5  5 5 5 5 5

5 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市 都道府県 7 6 3 5 6 6  7 6 6 6 -1 1 7 7 7

6 特定医療法人仁生会 細木病院 高知市 医療法人 × 4 3 4 4 4 4  4 4 4 4 4
7 高知県立あき総合病院 安芸市 都道府県 4 2 3 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
8 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 高知市 都道府県 × 15 14 14 15 15 15  15 15 15 2 15 2 15

高知県　　合計 104 52 63 62 70 70 99 104 70 4 74 12 -30 1 26 24 99 13 -5 99
基礎数Bのうち医師少数区域の人口によって加算された配分 1 募集定員の基礎数Bとの差 25 24 -2

○前置き
　医師法第16条の２第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（平成15年6月12日付け厚生労働省医政局長通知(平成30年7月３日一部改正)）及び各病院への調査（R2年2月実施）に基づき、
募集定員を設定した。
○「医師不足地域」欄は、高知県医師確保計画において医師少数区域または医師少数スポットに該当しない場合、「×」としている。

○各病院の募集定員の基礎数
　(ｱ)研修医の募集を行う年度を起点として当該病院の過去３年間の研修医の受入実績または受入見込の最大値。
　　ただし、当該病院から行われた医師派遣等の実績を加算（この合計を「A」とする。）。
　　　・医師派遣等を行われている常勤医師数が20人以上で＋１、以降５人増ごとに＋１、80人以上の場合は+13（医師派遣加算の最大値は＋13）
　　　・医師派遣等とは次の①～⑤のすべてを満たすものとする。
　　　　　①次のｱ)からｳ)のいずれかに該当すること。

　　　　　　イ）病院が、当該病院に勤務経験のある医師を、当該病院以外の受入病院との主たる調整役として、当該病院以外の受入病院に勤務させる場合 
　　　　　　ウ）病院が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和60年法律第88号）に基づき、地域医療の確保等のために医師を派遣する場合 
　　　　　② 対象となる医師は、医師免許取得後７年以上15年以下の臨床経験を有し、受入病院で常勤として勤務すること。 
　　　　　③ 受入病院で勤務する期間が継続して１年以上３年以下であること。 
　　　　　④ 各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や関係する地方公共団体などの意向を踏まえた医師派遣等であること。 
　　　　　⑤ 開設者が同一の病院間において行われている医師派遣等や、受入病院との相互の交流として行われている医師派遣等ではないこと。 
　(ｲ)(ｱ)により算出された募集定員の合計（A'）が、県の募集定員の基礎数（B）を超える場合は、以下の計算式により算出した値（小数点以下の端数を生じた場合は四捨五入）とする。
　　　ただし、病院が希望する募集定員（Ｃ）が、算出した値を下回る場合はＣの値とする。
　　　　　　A×B／A'　　　ただし、Cが当該値を下回る場合はＣ

○「小児科・産科プログラム加算」欄は、加算を希望する病院に+4している。

○募集定員の調整（枠内）
　募集定員の基礎数（B）を超えない範囲で、下記の通り各病院の募集定員の調整を行う。
　　(ｱ)県の募集定員の基礎数（Ｂ）のうち、医師少数区域の人口によって加算された配分は医師不足地域に「×」がない病院に配分する。
　　(ｲ)下記の①、②の病院に優先的に配分する。
　　　　①医師不足地域（高知県医師確保計画における医師少数区域または医師少数スポット）に所在する病院
　　　　②自治医大卒業生の受入病院（優先配分は自治医大卒業生の受入枠のみ）
　　(ｳ)病院が希望する募集定員（C）との差が生じている場合は、研修医の募集を行う年度の前年度を起点として当該病院の過去３年間の研修医の県内定着率に応じて按分して配分する。
　　(エ)研修体制に不適切な事例があった場合、募集定員の減員を行う。
　　(ｶ)その他必要に応じて募集定員を調整する。

○募集定員の調整（枠外）

研修医の県内定着率
（⑪+⑫<0のとき）

募集定員のうち1名は医師少
数区域の人口によって加算され
た配分

　　　　　　ア）病院が、当該病院に勤務する医師を、出向などにより、当該病院以外の受入病院に勤務させる場合 

　・⑰の値が1の場合、募集定員を2にするための調整として、1を計上する。

令和３年度から研修を開始する研修医の募集定員

R2年
度募集
定員

研修医受入実績・見込
（他病院で中断をした再開
者の受け入れ実績を含む。）

Ａの値の
合計(A')
がBを超え
る場合は
調整(=A
×B/A'。
端数四捨
五入）

病院が
希望す
る募集
定員Ｃ

調整後の
Ｒ３年度
の定員Ａ

小児科・産
科ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
分加算
※加算を希望
する病院は左
欄に○を記載
している

小児科・産科ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ分加算後

病院が
希望す
る募集
定員Ｃ
との差

募集定員の調整
（枠内）

募集定員の調整
（枠内）後

病院が
希望す
る募集
定員Ｃ
との差

募集定員
の調整

（枠外）

R3年度
募集定員 備考メモ

病院名 所在市
区町村 開設者

医師
不足
地域

最大値 募集定
員の基
礎数Ｂ

H30
年度

受入数

H31
年度

受入数

R2
年度
受入
見込
数

通知
5(1)ｽ
(ｱ)
準用

通知
5(1)ｽ
(イ)

うち医師
不足地
域、自治
医卒

医師不
足地
域、

自治医
卒

その他

研修体
制不備
による
減

うち医師
不足地
域、自治
医卒 １

↓
２

調整　
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事 務 連 絡 

令和２年５月 13 日 

 

 

高知県衛生主管部（局） 御中 

 

 

                     厚生労働省医政局医事課 

                     医 師 臨 床 研 修 推 進 室 

 

 

令和３年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員上限の追加について 

 

 

平素より医師臨床研修制度の推進にご尽力を賜り誠にありがとうございます。  

標記については、一部の都道府県において新型コロナウイルス感染症の対応

により各臨床研修病院の定員調整が困難であるとの状況に鑑み、令和２年４月

28 日より持ち回りにて開催された医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の審

議を踏まえ、下記の通りといたします。 

令和３年度の募集定員上限が、令和２年度の各都道府県が定めた臨床研修病

院の募集定員の合計を下回る都道府県において、都道府県が募集定員上限の追

加を希望する場合に限り、令和２年度の募集定員の合計を限度として、令和３

年度の募集定員上限に最大５人を加えることを可能とします。 

貴県はその対象に該当するため、募集定員上限の追加を希望する場合は、５

人の追加が可能となります。 

 つきましては、臨床研修病院の定員配分案及び当該定員の算定方法が未提出

の場合、若しくは当該配分案等を提出済みであるが、この度の募集定員上限の

範囲内で変更を行う場合は、令和２年６月 15日（月）までに、地域医療対策協

議会等の審議を踏まえ、当該配分案等を地方厚生局医事課宛てご提出願います。 

  

442428
テキストボックス
県内基幹型臨床研修施設へ行った聞き取りでは、全施設が募集定員を追加しない意向であり、令和２年６月８日に開催された高知県臨床研修連絡協議会において、定員の追加に係る申請を行わないことを確認した。
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